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ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
!
ゲ
ル
に
お
け
る
レ

l
ン
法
と
国
制
(
三
・
完
)

石

l
 

i
 

p--EF' 

日

次

主
要
文
献
略
語
表

は
じ
め
に

一
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
レ

i
ン
法
(
一
般
)

(
ニ
ラ
ン
ト
法
と
裁
判
権
レ
l
ン

武
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説

(
二
)
レ
l
ン
能
力

(
H
レ
l
ン
法
の
担
い
手
)

(
三
)
家
臣
の
義
務

(
四
)
{
永
臣
の
権
利

(
五
)
国
制
要
因
と
し
て
の
レ
l
ン
法
の
限
界

ニ
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
に
お
け
る
国
制
ー
ー
そ
の
骨
格
1

1

(
こ
用
語
法
の
全
般
的
特
徴

会
乙
「
ラ
イ
ヒ
」

(
三
)
「
皇
帝
」

(
四
)
「
国
王
」

(
五
)
「
諸
侯
」

(
六
)
「
授
封
さ
れ
た
裁
判
官
」

三
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
に
お
け
る
レ
l
ン
法
と
国
制

(
ニ
本
意
の
課
題

(
二
)
レ
l
ン
法
国
制
化
の
契
機

(
三
)
裁
判
権
レ
l
ン

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
)
と
「
国
家
」

(
四
)
現
実
の
レ
l
ン
法
・
国
制
か
ら
の
距
離

(
以
上
前
号
)

(
以
下
本
号
)

論

(
以
上
前
々
号
)

ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
レ

l
ン
法
と
国
制

(
一
)
本
章
の
課
題

北法50(5・64)1178 



本
章
に
お
い
て
は
、
前
章
で
「
国
制
」
に
関
す
る
キ
i
・ワ
l
ド
に
つ
い
て
得
ら
れ
た
史
料
的
所
見
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、

の
末
尾
で
指
摘
し
た
問
題
に
立
ち
戻
り
、
ま
ず
(
二
)
で
、
レ
ー
ン
法
が
国
制
の
(
積
極
的
)
構
成
要
因
と
な
り
う
る
た
め
に
、

契
機
が
レ

l
ン
法
そ
の
も
の
の
内
部
に
、
ま
た
、
ラ
ン
ト
法
と
の
関
係
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
か
、
を
考
察
し
た
上
で
、
(
三
)

一
・
(
五
)

い
か
な
る

で
は
、
ザ

ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
「
国
家
」
像
を
(
ラ
ン
ト
法
・
レ
|
ン
法
の
双
方
を
含
め
た
)
法
(
全
体
)
と
の
関
連
に
お
い
て
概
括
的
に
考
察
し
、

最
後
に
(
四
)

で
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
成
立
史
と
の
関
連
に
お
い
て
、
同
書
か
ら
読
み
取
れ
る
レ
l
ン
法
・
(
特
に
)
国
制
の
現
実

か
ら
の
距
離
を
測
る
た
め
の
指
標
を
提
示
し
て
、
本
稿
全
体
の
締
め
括
り
に
し
た
い
。

ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法と同制(3・完)

( 

一一) 

レ
ー
ン
法
国
制
化
の
契
機

(
1
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
正
規
の
レ
l
ン
」
の
目
的
物
で
あ
る
所
領
は
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」

と
呼
ば
れ
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
家
臣
が
主
君
に
対
し
て
負
う
「
軍
役
義
務
」
は
(
部
分
的
に
は
「
参
廷
義
務
」
も
)
、
(
実
際
に
は
必
ず
し
も

(
問
)

ラ
イ
ヒ
に
か
か
わ
り
の
な
い
も
の
を
も
含
め
て
)
「
ラ
イ
ヒ
に
対
す
る
勤
務
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
I
ゲ
ル
(
の
「
ラ
ン
ト
法
」
)

(m) 

に
は
、
(
本
稿
で
も
触
れ
た
よ
う
に
)
、
フ
ェ

l
デ
の
存
在
を
で
き
る
だ
け
黙
殺
し
よ
う
と
す
る
志
向
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
「
ラ
イ

ヒ
」
の
用
語
法
に
も
同
じ
志
向
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
レ
l
ン
法
(
な
い
し
レ
i
ン
制
)
の
「
公
的
」
性
格
を
印
象
づ
け
る
効

果
を
も
つ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
(
レ
l
ン
の
授
受
を
伴
う
)
主
従
関
係
が
(
単
に
個
々
ば
ら
ば
ら
に
結
ば
れ
無
秩
序
に

(
山
間
)

存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
)
、
た
と
え
ば
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
制
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
形
で
、
明
確
で
安
定
し
た
上
下
関
係
に
整
序
さ
れ
る

北法50(5・65)1179

の
把
え
方
は
そ
も
そ
も
思
い
も
及
、
ば
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

(2)
「ヘ

1
ル
シ
ル
ト
制
」
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
レ
l
ン
法
上
の
法
制
で
あ
り
、
「
封
建
身
分
」

(
H
レ
l
ン
能

(
山
間
)

カ
)
を
も
っ
者
の
身
分
序
列
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
、
「
裁
判
権
レ

l
ン
」
(
つ
ま
り
、
ラ
ン
ト
法
上
の
流
血
裁
判
権
)

こ
と
が
な
け
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
レ
l
ン
制
(
な
い
し
レ
l
ン
法
)



説

が
そ
れ
を
通
っ
て
(
第
一
シ
ル
ト
を
も
っ
)
国
王
か
ら
(
第
二
・
第
三
シ
ル
ト
を
も
っ
)
諸
侯
へ
、
(
第
三
シ
ル
ト
を
も
っ
)
(
世
俗
)
諸
侯
か
ら

(
別
)

(
主
に
、
第
四
シ
ル
ト
を
も
っ
「
フ
ラ
イ
エ
・
ヘ
レ
ン
」
に
属
す
る
)
グ
ラ
l
フ
へ
と
下
り
て
く
る
階
梯
に
も
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
が

い
で
あ
ろ
う
。

北法50(5・66)1180 

雪h.
ロ岡

可
能
な
ゆ
え
ん
を
考
え
て
み
る
と
、
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
制
」
に
は
次
の
三
つ
の
要
因
が
内
在
し
て
い
る
こ
と
に
改
め
て
注
目
せ
ざ
る
を
え
な

①
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
(
制
)
」
が
(
ラ
ン
ト
法
上
の
最
高
の
裁
判
官
で
あ
る
)
国
王
に
始
ま
り
、
(
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
が
属
し
て
い
る
参
審
自
由
人

を
も
含
め
、
同
時
に
「
裁
判
権
レ
l
ン
」

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
)
の
担
い
手
と
な
り
う
る
)
「
封
建
身
分
」
の
者
を
す
べ
て
包
摂
し
て
い
る

こ
と
。
②
(
そ
の
頂
点
に
立
つ
国
王
か
ら
直
接
に
)
「
旗
レ
l
ン
」
(
そ
の
本
質
な
い
し
内
実
も
ラ
ン
ト
法
上
の
(
流
血
)
裁
判
権
で
あ
る
)
を
授
封

さ
れ
た
者
に
限
っ
て
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
が
上
が
り
(
諸
侯
に
列
せ
ら
れ
る
が
て
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
(
た
と
え
上
級
主
君
の
家
臣
に
な
る
こ
と

(

閉

山

)

が
あ
っ
て
も
)
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
は
上
が
ら
な
い
こ
と
(
レ
l
ン
法
一
二
・
二
)
。
③
逆
に
、
(
諸
侯
以
外
の
)
「
封
建
身
分
」
の
者
(
具
体
的
に
は
、

l
l
主
に
グ
ラ
l
フ
の
属
す
る

|
l
フ
ラ
イ
エ
・
へ
レ
ン
や
参
審
自
由
人
)
が
レ

l
ン
法
上
同
格
の
者
の
家
臣
と
な
っ
て
自
分
の
ヘ

l
ル
シ
ル

ト
を
下
げ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
ラ
ン
ト
法
上
の
(
生
得
の
)
「
法
」
お
よ
び
「
出
生
身
分
」
、
し
た
が
っ
て
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
担
い

(
附
)

手

(
H
裁
判
官
)
と
し
て
の
地
位
・
能
力
に
は
障
ら
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

つ
ま
り
、
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
制
」
を
言
わ
ば
蔭
か
ら
支

ぇ
、
そ
れ
を
安
定
し
た
上
下
関
係
た
ら
し
め
て
い
る
の
は
、
(
純
粋
に
レ
l
ン
法
的
な
要
因
と
言
わ
ん
よ
り
は
)
む
し
ろ
ラ
ン
ト
法
的
要
因
、

特
に
そ
の
裁
判
権
の
系
列
と
の
関
係
な
の
で
あ
る
。

(3)
「
裁
判
権
レ

l
ン
」
そ
の
も
の
は
、
「
旗
レ

l
ン
」
に
関
連
し
て
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
特
別
な
レ

l
ン
」
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
て
い

(
別
)

る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
受
封
者

(
1ブ
ン
ト
法
上
の
裁
判
官
)
が
も
っ
権
利
を
、
「
正
規
の
レ

l
ン
」
に
つ
い
て
家
臣
が
も
っ
権
利
と
比
較
し

て
み
る
と
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

(a)
裁
判
レ
l
ン
は
(
一
般
の
レ
l
ン
と
は
異
な
り
)
、
原
則
と
し
て
、
そ
の
全
部
ま
た
は

そ
れ
を
分
割
し
て
)
そ
の
一
部
を
(
家
臣
に
)



又
授
封
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
旗
レ

l
ン
」
(
お
よ
び
「
辺
境
領
」
に
含
ま
れ
る
)
「
特
別
な
(
つ
ま
り
、
裁
判
権
・
裁
判
管
区
と

グ
ラ
l
フ
シ
ャ
フ
ト
」
は
例
外
で
あ
り
、
そ
れ
を
(
一
年
以
上
)
手
許
に
留
保
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら

の
こ
と
が
「
旗
レ
!
ン
」
・
「
裁
判
権
レ
l
ン
」
の
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
と
し
て
の
属
性
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
を

(
仰
)

(
い
た
ず
ら
に
休
止
さ
せ
る
こ
と
な
く
)
有
効
に
機
能
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

(
一
般
の
レ
l
ン
に
つ
い
て
は
認
め
ら
れ
て
い
る
)
(
複
数
の
家
臣
に
対
す
る
)
共
同
授
封
が
裁
判
権
レ

l
ン
に
つ
い
て
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
も

(
加
)

(レ
l
ン
法
七
一
・
四
)
、
同
じ
趣
旨
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
て
特
定
さ
れ
た
)

ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法と同制(3・完)

(
b
)
家
臣
は
「
裁
判
権
(
レ
1
ン
)
」
を
、
(
主
君
に
よ
る
「
占
有
指
定
」
が
な
く
て
も
)
(
封
相
続
人
に
)
相
続
さ
せ
、
ま
た
、
(
主
君
に
異

動
が
あ
っ
た
際
に
)
(
新
し
い
主
君
に
対
し
て
)
そ
の
授
封
更
新
を
請
求
で
き
る
こ
と
は
、
「
レ
l
ン
法
」
の
一
条
項
(
一
一
・
二
)
に
明
記
さ
れ

(
剛
山
)

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
受
封
者

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
官
)
が
裁
判
権
レ
l
ン
に
つ
い
て
(
「
正
規
の
レ
l
ン
」
の
場
合
と
同
様
)
「
相

続
」
権
と
授
封
更
新
請
求
権
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
「
相
続
」
お
よ
び
(
主
君
の
異
動
に
よ
る
)
授
封
更
新
の
場
合
、

(
一
般
の
レ
l
ン
に
つ
い
て
、
封
相
続
人
ま
た
は
家
臣
は
、

一
年
と
一
日
以
内
に
改
め
て
レ
i
ン
を
受
領
す
る
ま
で
の
問
も
、
そ
れ
を
占
有
・
支
配
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
て
裁
判
権
レ

l
ン
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
(
封
相
続
人
が
、
ま
た
は
、
新
し
い
主
君
か
ら
)
改
め
て
授
封

(m) 

を
受
け
た
後
で
な
け
れ
ば
裁
判
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
(
レ
l
ン
法
六
一
・
二
)
。
さ
ら
に
、
誰
で
あ
れ
国
王
の
ア
ハ
ト
に
処
せ
ら
れ
た
者
は

(
も
は
や
)
裁
判
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
ま
た
、
判
決
を
も
っ
て
裁
判
権
(
レ
!
と
を
剥
奪
さ
れ
た
者
は
、
そ
れ
を
引
き
(
な
い
し
、
請

(
捌
)

け
)
戻
す
ま
で
の
問
、
裁
判
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
す
る
条
項
も
あ
る
(
レ
l
ン
法
七
一
・
五
)
。
こ
れ
ら
裁
判
権
レ
l
ン
の
(
レ
l
ン

と
し
て
の
)
特
殊
性
が
、
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
「
公
的
」
性
格
を
強
調
な
い
し
維
持
し
て
、
そ
れ
を
有
効
に
機
能
さ
せ
よ
う
と
す
る
意

北法50(5・67)1181 

図
に
由
来
す
る
こ
と
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く
明
か
で
あ
ろ
う
。

(4)
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン」

(
H
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
で
は
な
く
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
レ
l
ン
」
)
も
「
特
別
な
レ
l
ン」

の
一
つ
で



説

(
加
)

あ
る
が
、
家
臣
は
そ
れ
を
(
封
相
続
人
に
)
「
相
続
」
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
(
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
条
項
H

レ
l
ン
法
七
六
・
三
が
あ
る
)
し
、

(
澗
)

そ
れ
を
(
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
と
同
じ
く
「
第
七
の
手
」
ま
で
)
又
授
封
で
き
る
こ
と
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
(
同
七
一
・
六
)
。

さるl>.
ロ岡

一
般
の
レ
l
ン
と
異
な
る
の
は
、
家
臣
が
そ
れ
に
つ
い
て
(
主
君
に
異
動
が
あ
っ
た
場
合
)
授
封
更
新
請
求
権
を
も
た
ず
、
ま
た
、
主
君
が
そ

れ
を
必
要
と
す
る
場
合
、
(
等
価
の
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
と
の
交
換
を
条
件
に
)
い
つ
で
も
そ
れ
を
家
臣
か
ら
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
、
と
さ

(
加
)

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
(
向
上
)
。
こ
う
し
た
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
の
特
殊
性
は
、
主
君
が
(
自
分
の
土
地
で
あ
る
)
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い

て
は

(
上
級
主
君
か
ら
授
封
さ
れ
た
)

レ
ー
ン
の
場
合
よ
り
も
強
い
支
配
権
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
お
よ
び
、

(
し
た
が
っ
て
、
ァ

ア
イ
ゲ
ン

イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
)
に
は
(
上
級
)
主
君
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
由
来
す
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

(
抑
)

こ
の
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
が
国
王
を
頂
点
と
す
る
「
レ

l
ン
制
国
家
」
の
空
白
部
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
か
、
そ
の

こ
と
と
の
関
連
で
注
意
を
要
す
る
こ
と
が
四
つ
あ
る
。
①
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
主
君
が
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
時

に
そ
れ
と
交
換
に
与
え
る
べ
き
所
領
は
、
(
も
し
主
君
が
ほ
か
に
も
ア
イ
ゲ
ン
を
も
っ
て
い
れ
ば
、
む
し
ろ
ア
イ
ゲ
ン
の
方
が
「
等
価
」
で
あ
る
は

ず
な
の
に
)
、
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
②
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
を
授
封
さ
れ
た
家
臣
は
、
(
主
に
参
廷
義
務
に
関
し
て
で

は
あ
る
が
)
、
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
を
受
領
し
て
い
る
家
臣
と
同
じ
よ
う
に
主
君
に
対
し
て
勤
務
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
(
レ
l
ン

(
叩
山
)

法
六
九
・
八
)
。
③
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
!
ン
が
又
授
封
さ
れ
た
場
合
に
は
も
は
や
右
に
述
べ
た
特
別
な
準
則
は
適
用
さ
れ
ず
、
(
そ
の
中
か
ら
)

又
家
臣
が
受
領
す
る
レ

l
ン
は
「
正
規
の
レ

l
ン
」
と
し
て
(
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
「
正
規
の
レ
l
ン
」
並
み
に
)
扱
わ
れ
る
こ
と
(
同
七

(
捌
)

一
・
六
、
六
五
・
四
)
。
④
と
り
わ
け
、
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
に
つ
い
て
(
レ
l
ン
法
廷
で
)
判
決
が
非
難
さ
れ
た
場
合
、
最
後
に
は
(
つ
ま
り
、

ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
で
あ
る
主
君
の
レ
l
ン
法
廷
か
ら
)
、
(
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
国
王
は
レ
l
ン
法
上
最
高
の
主
君
で
は
な
い
の
に
)
「
ラ
イ
ヒ
の
前
」

(
別
)

(
H
国
王
の
「
宮
廷
裁
判
所
」
、
あ
る
い
は
、
「
国
王
の
(
主
宰
す
る
)
裁
判
所
」
)
に
も
ち
出
さ
れ
、
そ
こ
で
決
着
を
つ
け
る
べ
き
で
も
の
と
さ
れ

(
川
)

て
い
る
こ
と
(
同
六
九
・
八
)
0
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こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
」
の
特
殊
性

(
H
ア
イ
ゲ
ン
の
自
立
性
)
を
限
定
し
、
そ
れ
を
で
き
る
だ
け
「
ラ
イ
ヒ
の
所

領
」
に
近
づ
け
よ
う
と
す
る
志
向
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
④
に
つ
い
て
は
、
国
王
は

(
山
)

ラ
ン
ト
法
上
も
最
高
の
裁
判
官
に
選
ば
れ
て
お
り
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
も
裁
く
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
趣
旨
の
理
由
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
に
関
す
る
判
決
非
難
に
決
着
が
つ
け
ら
れ
る
の
は
(
レ

l
ン
法
廷
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な

(
山
)

く
)
ラ
ン
ト
法
廷
と
し
て
の
「
宮
廷
裁
判
所
」
(
な
い
し
、
「
国
王
裁
判
所
」
)
で
あ
る
こ
と
を
見
落
と
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
点
で
、

(
仰
)

(
又
授
封
さ
れ
た
「
正
規
の
レ
ー
ン
」
並
み
に
扱
わ
れ
る
そ
れ
を
も
含
め
て
)
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

I
ン
に
関
す
る
(
法
的
)
紛
争
の
解
決
は
、
レ
ー
ン

ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法と国制 (3・完)

法
の
枠
を
こ
え
て
、
ラ
ン
ト
法
(
上
の
裁
判
権
)

の
領
域
に
移
行
せ
、
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

(
5
)
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
(
主
君
に
よ
り
家
臣
に
加
え
ら
れ
た
そ
れ
を
含
め
て
)
す
べ
て
の
犯
罪
は

(
仰
)

も
と
よ
り
、
(
一
般
に
は
)
異
な
る
主
君
を
も
っ
家
臣
間
に
生
じ
た
レ

l
ン
の
帰
属
を
め
ぐ
る
紛

h
v、
レ
ー
ン
法
廷
で
裁
く
こ
と
は
で
き

ず
、
ラ
ン
ト
法
廷
で
裁
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
こ
と
が
特
に
所
領
に
つ
い
て
家
臣
の
も
つ

「
権
利
」
に
と
っ
て
ど
の
よ
う

な
意
味
を
も
つ
か
を
、
最
も
重
要
と
思
わ
れ
る
こ
つ
の
具
体
例
に
即
し
て
考
え
て
み
た
い
。

(
出
)

先
に
「
グ
ラ
l
フ
」
に
関
連
し
て
触
れ
た
よ
う
に
、
(
現
に
誰
か
が
占
有
・
支
配
、
あ
る
い
は
、
居
住
し
て
い
る
)
所
領
(
し
た
が
っ
て
、
ア
イ

の
強
奪
が
起
き
る
と
、
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
官

(
H
グ
ラ
l
フ
)
が
「
叫
び
声
」

(
H
叫
喚
告
訴
)
に

ゲ
ン
だ
け
で
な
く
レ
i
ン
を
も
含
む
)

応
じ
て
駆
け
つ
け
、
直
ち
に
強
奪
の
首
謀
者
と
加
担
者
を
裁
く
。
裁
判
官
が
そ
れ
を
裁
か
な
い
、
あ
る
い
は
、
裁
き
え
な
い
場
合
に
は
、
国

王
が
ザ
ク
セ
ン
の
地
に
や
っ
て
き
た
時
に
そ
れ
を
(
直
接
に
)
裁
く
こ
と
に
な
る
(
ラ
ン
ト
法
二
・
二
五
の
一
と
二
)
。
ま
た
、
家
臣
が
主
君
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か
ら
授
封
さ
れ
た
所
領
を
(
た
と
え
ば
、
す
で
に
別
な
主
君
の
家
臣
が
占
有
・
支
配
し
て
い
て
)
実
際
に
占
有
・
支
配
で
き
な
い
場
合
、
授
封
さ

れ
た
家
臣
が
そ
の
所
領
に
対
す
る
権
利
を
失
わ
な
い
た
め
に
は
、
(
ラ
ン
ト
法
廷
で
)
「
正
規
の
訴
え
」
(
お
岳
お
芭
品
目
)
を
起
こ
し
て
そ
の
所

(
加
)

領
を
追
求
し
、
そ
の
こ
と
を
主
君
の
(
レ
l
ン
)
法
廷
で
(
証
人
に
よ
り
)
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



説

以
上
、
代
表
的
な
二
つ
の
事
例
を
考
え
れ
ば
、
家
臣
が
授
封
さ
れ
た
レ

l
ン
を
占
有
・
支
配
す
る
権
利
そ
の
も
の
も
、
法
的
に
は
、
最
後

ラ
ン
ト
法
(
上
の
(
流
血
)
裁
判
権
)
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

さ子'b.

a冊

(
三
)
裁
判
権
レ

l
ン

(
l
)
本
章
は
じ
め
に
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
本
節
で
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
「
国
家
」
像
を
(
ラ
ン
ト
法
・
レ
l
ン
法
の
双

方
を
含
め
た
)
法
(
全
体
)
と
の
関
連
で
概
括
的
に
考
察
す
る
。

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
)
と
「
国
家
」

」
の
点
に
つ
い
て
、
す
で
に
本
稿
の
官
頭

. 
( 

一
) 

で
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
は
、
(
国
王
を
頂
点
と
す
る
)
ラ
ン
ト
法

上
の
(
流
血
)
裁
判
権

(
H
「
裁
判
権
レ
l
ン
」
)
の
系
列
が
そ
の
ま
ま
(
生
成
の
緒
に
つ
い
た
)
「
国
家
」

の
基
軸
を
な
し
て
い
る
、
と
い
う
私

見
を
述
べ
て
お
い
た
。
こ
の
見
解
は
、
従
来
同
書
の
ラ
ン
ト
法
を
中
心
に
進
め
て
き
た
検
討
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
本
稿
で
新
た

に
レ

l
ン
法
を
中
心
に
し
て
行
っ
た
以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
も
(
も
ち
ろ
ん
特
に
レ
l
ン
法
に
関
し
て
は
若
干
の
新
し
い
知
見
を
も
加
え
た
上
で
)

再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
繰
り
返
し
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
「
国
家
」
像
の
頂
点
な
い
し
核
心
に

位
置
す
る
国
王
に
つ
い
て
も
、
単
に
レ

l
ン
法
上
最
高
の
主
君
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
(
同
時
に
)
ラ
ン
ト
法
上
最
高

の
裁
判
官
・
裁
判
権
者
の
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
が
決
定
的
に
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
同
書
の
ラ
ン
ト
法
が
レ

l
ン
法
に
対
し
て
圧
倒
的
に
優

位
に
あ
る
こ
と
も
、
そ
う
し
た
国
王
の
立
場
が
(
同
書
に
お
け
る
)
法
の
あ
り
方

(
H
規
範
構
造
)
に
反
映
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

(
2
)
こ
れ
に
関
連
し
て
一
つ
補
足
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
で
も
繰
り
返
し
関
説
し
て
き
た
条
項
で
あ
る
が
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ

ピ
l
ゲ
ル
に
は
、
国
王
は
ラ
ン
ト
法
上
(
お
よ
び
)
レ

l
ン
法
上
の
(
最
高
の
)
裁
判
官
に
選
ば
れ

(
H
選
挙
さ
れ
て
)
て
い
る
、
と
い
う
趣

(
出
)

旨
に
解
さ
れ
る
条
項
が
あ
る
(
レ
l
ン
法
六
九
・
八
)
。
し
か
し
、
「
す
べ
て
の
世
俗
の
裁
判
官
は

(
も
と
も
と
)
選
挙
に
由
来
す
る
」
(
ラ
ン
ト
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法
一
・
五
五
・
こ
と
言
わ
れ
る
場
合
、
「
世
俗
の
裁
判
官
」
と
は
も
っ
ぱ
ら
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
官
を
指
し
、
こ
の
条
項
に
ひ
き
つ
づ
い
て

(
別
)

記
述
さ
れ
る
「
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
」
に
つ
い
て
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
(
ラ
ン
ト
民
H

裁
判
管
区
民
に
よ
っ
て
)
選
挙
さ
れ
る
そ
れ
は
テ
キ
ス

ト
の
古
い
層
に
属
し
、
テ
キ
ス
ト
の
新
し
い
層
に
は
じ
め
て
姿
を
見
せ
る
授
封
さ
れ
た
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
と
は
二
者
択
一
的
な
対
立
関
係
に
あ

る
。
さ
ら
に
、
一
般
の
主
従
関
係
に
あ
っ
て
は
、
家
臣
は
す
で
に
(
当
然
レ
l
ン
法
上
の
裁
判
権
を
も
も
っ
て
)
主
君
の
地
位
に
あ
る
者
に
臣

ル
ー
ル

従
礼
を
捧
げ
て
そ
の
家
臣
に
な
る
の
で
あ
り
、
主
君
が
欠
け
た
(
た
と
え
ば
死
亡
し
た
)
場
合
に
も
、
新
し
い
主
君
は
レ

I
ン
法
上
の
準
則

ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法と国制(3・完)

に
従
っ
て
(
た
と
え
ば
「
相
続
」
や
上
級
主
君
に
よ
る
「
指
定
」
に
よ
っ
て
)
決
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
家
臣
に
よ
っ
て
「
集
団
的
封
主
選
挙
」
な

(m) 

る
も
の
が
行
わ
れ
る
余
地
は
ま
っ
た
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
王
選
挙
に
つ
い
て
も
、
厳
密
(
あ
る
い
は
、
法
理
的
)
に
は
、
諸
侯
は
国

王
を
ラ
ン
ト
法
上
最
高
の
裁
判
官
(
裁
判
権
者
)
と
し
て
選
ぴ
、
そ
の
上
で
そ
の
国
王
を
主
君
に
戴
き
家
臣
と
し
て
臣
従
す
る
、
と
理
解
し

(m) 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
レ
ー
ン
法
六
九
・
八
に
お
い
て
は
国
王
は
確
か
に
ラ
ン
ト
法
と
レ

l
ン
法
の
接
点
と
し
て
現
れ
る
が
、

こ
の
場
合
に
も
重
要
な
の
は
、
む
し
ろ
そ
の
接
点
と
し
て
の
あ
り
方
で
あ
り
、
そ
の
中
に
す
で
に
こ
う
し
た
形
で
レ

l
ン
法
に
対
す
る
ラ
ン

(m) 

ト
法
の
優
越
的
地
位
が
示
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
3
)
こ
う
し
た
国
王
を
頂
点
に
戴
き
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
系
列
を
基
軸
と
す
る
「
国
家
」
を
、
そ
の
系
列

(
H
「
一
元
的
権
限
関
係
」
)

が
「
裁
判
権
レ
l
ン
」
を
用
い
て
つ
く
り
出
さ
れ
る
と
い
う
理
由
で
、
(
基
本
的
に
は
)
「
レ

l
ン
制
国
家
」
で
あ
る
と
見
る
の
は
正
し
く
な

ぃ
。
「
裁
判
権
レ

l
ン
」
は
「
特
別
な
レ

l
ン
」
で
あ
っ
て
一
般
の
(
あ
る
い
は
、
「
正
規
の
」
)
レ

l
ン
と
は
異
な
り
、
そ
れ
を
用
い
て
つ
く

り
出
さ
れ
る
の
も
、
ラ
ン
ト
法
上
の
流
血
裁
判
権
の
系
列
(
な
い
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
「
一
元
的
権
限
関
係
」
)
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

(m) 
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
権
レ

l
ン
の
内
実
(
な
い
し
本
質
)
が
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
で
あ
り
、
同
書
に
は
す
で
に
国
王
を
頂
点
と
す
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る
そ
の
系
列

(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
に
つ
い
て
の
「
一
元
的
権
限
関
係
」
)
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
理
由
で
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の

「
国
家
」
を
(
基
本
的
に
は
)
「
官
職
原
理
」
に
も
と
づ
く
国
家
と
見
る
こ
と
も
、
同
じ
よ
う
に
正
し
く
な
い
。
(
裁
判
権
レ
l
ン
が
ま
だ
「
国



説

家
」
の
底
辺
ま
で
は
届
い
て
い
な
い
、
と
い
う
点
を
別
に
し
て
も
)
、
裁
判
官
は
国
王
か
ら
出
発
し
て
順
次
授
封
さ
れ
て
き
た
「
裁
判
権
」
だ
け

で
は
、
(
当
時
、
「
国
家
」
(
の
形
成
)
に
と
っ
て
法
的
に
は
最
も
重
要
で
あ
っ
た
)
ア
イ
ゲ
ン
の
帰
属
と
参
審
自
由
人
の
犯
罪
に
関
す
る
事
案
を

も
含
め
て
、
「
す
べ
て
の
訴
え
」
を
裁
く
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
た
め
に
は
さ
ら
に
国
王
か
ら
直
接
に
1

1

そ
れ
も
「
臣
従
礼
な
し
に
」
、

(
仰
)

つ
ま
り
そ
れ
こ
そ
「
官
職
原
理
」
に
も
と
づ
い
て

l
l
授
与
さ
れ
る
「
国
王
罰
令
権
」
に
よ
る
補
強
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ

ば
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
官
は
、
裁
判
権
を
レ
l
ン
と
し
て
受
領
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
裁
判
権
(
レ
l
ン
)

に
つ
い
て
(
一
般
の
レ
l
ン
と
く
ら
べ
る
と
さ
ま
ざ
ま
な
制
約
を
受
け
る
に
せ
よ
)
依
然
と
し
て
レ
l
ン
法
上
の
権
利
(
・
義
務
)
を
も
も
っ
て

(m) 

い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
(
ま
っ
た
く
)
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ

ピ
l
ゲ
ル
に
お
け
る
「
国
家
」
は
、
(
多
少
厳
密
に
言
い
直
し
て
も
て
や
は
り
「
国
王
を
頂
点
に
戴
き
裁
判
権
レ
l
ン
を
用
い
て
つ
く
ら
れ

る
ラ
ン
ト
法
上
の
(
流
血
)
裁
判
権
の
系
列
を
基
軸
と
す
る
国
家
」
と
で
も
一
言
う
ほ
か
な
い
も
の
で
あ
る
。

~'^ 
函岡

(
四
)
現
実
の
レ
l
ン
法
・
国
制
か
ら
の
距
離

(
1
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
「
法
」
が
、
現
実
の
単
な
る
模
写
(
〉
σ
z
g
で
は
な
く
、
(
同
時
に
、
少
な
く
と
も
時
に
)
そ
の
模
範

(m) 

(〈

2
E
E
)
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
こ
と
は
、
私
自
身
も
機
会
あ
る
ご
と
に
指
摘
し
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
(
本
稿
で
も
触
れ
た
よ
う
に
)
、
同

書
の
指
導
理
念
の
一
つ
で
あ
る
「
平
和
」
に
関
連
し
て
、
著
者
ア
イ
ケ
が
(
当
時
は
ま
だ
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
た
)

フ
ェ

l
デ
の
存
在
に
つ

い
で
で
き
る
だ
け
沈
黙
し
、
(
底
本
に
用
い
た
)
「
平
和
令
」
か
ら
は
注
意
深
く
そ
の
時
限
性
を
示
す
文
言
を
削
る
な
ど
し
た
結
果
、
同
書
の

「
平
和
の
法
」

(
H
ラ
ン
ト
フ
リ
l
デ
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
「
苦
痛
刑
」
日
身
体
・
生
命
刑
、
お
よ
び
、
そ
れ
を
効
果
的
に
適
用
す
る
た
め
の
(
特

に
現
行
犯
)
手
続
)
は
、
「
理
想
像
」
的
性
格
を
色
濃
く
帯
び
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
現
実
か
ら
距
離
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
規
範
」
と
し
て
の
「
法
」
、
お
よ
び
、
(
将
来
も
妥
当
す
べ
き
)
「
憲
法
原
理
」
と
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し
て
の
「
国
制
」
に
と
っ
て
は
、
必
ず
し
も
す
べ
て
消
極
的
・
否
定
的
な
意
味
を
も
っ
と
は
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ

ピ
l
ゲ
ル
の
記
述
か
ら
当
時
の
「
国
制
」
の
現
実
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
当
然
そ
の
「
国
家
」
像
の
現
実
か
ら
の
距
離
を

見
定
め
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
ま
し
て
そ
の
「
国
家
」
が
、
以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
(
ほ
か
な
ら
ぬ
「
平
和
の
法
」
を
武
器

ラ
ン
ト
法
上
の
(
流
血
)
裁
判
権
を
基
軸
に
す
え
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
必
要
は
ま
す
ま
す
切

に
し
て
犯
罪
を
禁
圧
し
よ
う
と
す
る
)

実
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

(2)
そ
こ
で
、
(
同
書
の
テ
キ
ス
ト
を
当
時
に
お
け
る
(
現
実
の
)
国
制
の
参
考
史
料
に
用
い
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
)
、
ま
ず
、
ザ
ク
セ
ン

ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法と国制(3・完)

シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
中
に
同
書
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
と
現
実
と
の
距
離
を
測
る
指
標
に
な
る
も
の
は
な
い
か
、
と
い
う

こ
と
が
問
題
に
な
る
。

こ
の
間
題
に
関
し
て
、
誰
し
も
が
真
先
に
想
起
す
る
の
は
、
有
名
な
体
僕
制

(
H
「
不
自
由
(
人
)
」
)

の
起
源
に
関
す
る
件
で
あ
ろ
う
。
こ

の
件
の
最
後
に
は
、
「
人
は
そ
れ

(
H
体
僕
制
)
を
昔
か
ら
不
正
(
あ
る
い
は
、
不
法
)
な
慣
習
の
中
に
引
き
入
れ
て
き
た
が
、
今
や
(
そ
れ

を
)
正
し
い
も
の
(
あ
る
い
は
、
適
法
)
と
見
な
そ
う
と
し
て
い
る
」
(
ラ
ン
ト
法
三
・
四
二
・
六
)
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
は

著
者
自
身
が
(
体
僕
制
H

不
自
由
(
人
)
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
)
自
説
が
現
実
か
ら
(
大
き
く
)
離
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
認
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
本
項
で
の
問
題
に
と
っ
て
も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、
こ
の
件
で
ア
イ
ケ
は
(
自
説
の
正
し
さ
を
主
張
す
る
た
め
に
)
聖
書
ま
で
引

き
合
い
に
出
し
な
が
ら
延
々
と
(
大
)
議
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
(
同
二
了
四
二
・
三
1
五
)
。
こ
れ
は
、
(
一
般
に
は
)
同
書
に
お

北法50(5・73)1187 

け
る
「
法
の
自
立
性
」

の
未
成
熟
(
あ
る
い
は
、
法
と
倫
理
・
宗
教
と
の
融
合
)

の
例
証
と
受
け
取
ら
れ
て
い
る
が
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ

ル
が
(
ザ
ツ
ハ
リ
ヒ
に
法
を
記
述
す
る
の
で
は
な
く
、
自
説
の
正
し
さ
を
主
張
す
る
た
め
に
)
そ
う
し
た
議
論
(
な
い
し
、
「
理
論
」
)
を
展
開
し
て

い
る
場
合
に
は
、

一
般
に
、
同
書
に
記
述
さ
れ
て
い
る
「
法
」
が
(
少
な
く
と
も
な
に
が
し
か
は
)
現
実
か
ら
離
れ
て
い
る
、
と
想
定
し
て



説

(m) 

(
ま
ず
)
間
違
い
あ
る
ま
い
。
本
稿
で
触
れ
た
も
の
と
し
て
は
、

(
2
5
E回
目
}

H

H

脱
法
行
為
と
し
て
の
授
封
に
激
し
い
論
難
を
浴
び
せ
た
)

レ
ー
ン
法

北法50(5・74)1188 

論

五
八
・
二
も
、
こ
の
事
例
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ほ
か
本
稿
で
触
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
(
裁
判
権
レ
l
ン
の
分
割
・
又
授
封
が
禁
じ
ら
れ
る
ゆ
え
ん
を
説
い
た
)
ラ
ン
ト
法
五

(羽

)

(

m

)

三
・
三
や
、
(
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
に
関
す
る
判
決
非
難
を
国
王
裁
判
所
で
決
定
で
き
る
ゆ
え
ん
を
説
い
た
)
レ

l
ン
法
六
九
・
八
の
よ
う
に
、
(
ザ
ツ

ハ
リ
ヒ
に
「
法
(
学
)
的
議
論
」
を
展
開
し
て
い
る
場
合
に
も
)
、
同
書
の
所
説
の
「
根
拠
」
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
(
特
に
そ
れ
を
大
い
に
力
説
し

て
)
い
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
そ
う
し
た
条
項
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
(
当
時
は
ま
だ
)
自
明
な
も
の
で
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
の
ま

ま
現
実
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
仮
説
に
立
っ
て
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
個
別
条
項
の
現
実
か
ら
の
距
離
を
示
す
も
の
の
ほ
か
に
、
も
っ
と
多
く
の
条
項
に
か
か
わ
る
客
観
的
な
指
標
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

(3)
ぎ
こ
ち
な
い
ラ
テ
ン
語
韻
文
で
書
か
れ
た
〉
ロ
R
2
5
Z国
母

zspr(「
レ
l
ン
に
関
す
る
古
い
著
作
」

H

「
古
・
レ
l
ン
法
書
」
)
と

呼
ば
れ
る
書
物
が
あ
る
。
こ
の
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
が
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
・
「
レ

l
ン
法
」

の
ラ
テ
ン
語
原
本
な

の
か
、
そ
れ
と
も
(
一
回
世
紀
前
半
に
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
・
「
レ

l
ン
法
」
を
ラ
テ
ン
語
に
訳
し
戻
し
た
も
の
な
の
か
は
、
長
い
あ

(
仰
)

い
だ
争
わ
れ
て
き
た
が
、
最
近
で
は
(
再
び
)
「
ラ
テ
ン
語
原
本
」
説
が
有
力
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
本
稿

で
依
拠
し
た
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
・
「
レ

l
ン
法
」
の
条
項
を
(
と
り
あ
え
ず
本
文
の
中
に
挙
げ
た
も
の
に
限
っ
て
)
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l

ト
ゥ
ス
と
照
合
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
る
。

(a)
ま
ず
、

-
つ
乙
1
(
四
)
で
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
レ

l
ン
法
(
一
般
)
を
叙
述
す
る
際
に
依
拠
し
た
条
項
は
、
二

ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
に
対
応
条
項
が
あ
る
。
対
応
条
項
の
な
い
の
は
レ

l
ン
法
五
八
・
二
と
一
九
・

つ
を
除
い
て
、
(
す
で
に
)

二
の
二
つ
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
(
一

-
2
一
)
・
(
l
)
で
関
説
し
た
)

レ
ー
ン
法
五
八
・
二
は
、
(
先
ほ
ど
本
節

(
2
)
で
も
再
び
触
れ
た
よ
う



ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法と国制 (3・完)

に
)
、
三
z
n
Z邑
刊
を
激
し
く
非
難
し
た
条
項
で
あ
り
、

E
5
の
概
念
を
説
明
す
る
た
め
に
引
用
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
述
べ
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
レ

l
ン
法
(
一
般
)
の
属
性
に
と
っ
て
は
ご
く
周
辺
的
な
(
そ
れ
も
、
レ
ー
ン
法
の
一
般
的
準
則
だ
け
で
は
、
そ
う
し
た
脱
法
行

為
を
防
ぎ
難
い
)
問
題
に
す
ぎ
な
い
し
、
も
う
一
つ
の
レ

l
ン
法
一
九
・
二
(
一
・
(
四
)
・

(
2
)
・
(
b
)
)

は
、
家
臣
は
主
君
の
あ
ら
ゆ
る
問

責
を
雪
寛
宣
誓
に
よ
っ
て
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ラ
ン
ト
法
廷
で
起
こ
っ
た
こ
と
は
例
外
と
す
る
も
の
で
、
ラ
ン
ト
法
と
の
関
係
に
お

(
加
)

け
る
レ

l
ン
法
の
限
界
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。

(
b
)
こ
れ
に
対
し
て
、
本
章
(
二
)
で
レ

l
ン
法
と
「
国
制
」
の
関
係
を
考
察
す
る
際
に
依
拠
し
た
条
項
に
は
、
コ
一
つ
を
除
く
と
、
ァ

ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

i
ト
ゥ
ス
に
は
対
応
条
項
が
な
い
。
対
応
条
項
が
あ
る
の
は
、
レ

l
ン
法
一
一
・
二
、
七
一
・
六
、
六
五
・
四
の
三
条
項

で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
レ

i
ン
法
一
一
・
二
は
(
授
封
さ
れ
た
)
裁
判
権
・
裁
判
管
区
に
つ
い
て
も
(
一
般
の
レ
l
ン
の
場
合
と
同
じ
く
)
「
相

続
」
権
・
授
封
更
新
請
求
権
が
あ
る
と
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い

(m) 
な
い
)
。
レ

i
ン
法
七
一

(
つ
ま
り
、
特
に
そ
の
「
公
的
」
性
格
や
「
国
制
」
と
の
関
係
を
説
い
た
も
の
で

ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、

-
六
は
、

ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

1
ト
ゥ
ス
の
対
応
条
項

で
は
、
円
同
町
田
ユ
r
g
m
g
に
当
た
る
語
が
一
箇
所
(
一
了
六
九
)
で
は
見
当
た
ら
ず
、
も
う
一
箇
所
(
二
・
七
O
)
で
は
(
例
外
的
に

)
g
E
5
'

(m) 

宮
口
包
囲
白
と
な
っ
て
い
る
な
ど
、
ラ
イ
ヒ
と
の
関
係
は
(
か
な
り
)
薄
め
ら
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
残
っ
た
レ

l
ン
法
六
五
・
四
も
ア
イ
ゲ

ン
・
レ

l
ン
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
主
君
か
ら
受
封
し
た
(
ゑ
臣
が
(
主
君
と
し
て
)
自
分
の
家
臣
に
又
授
封
し
て
い
る
場
合
、
自

分
の
家
臣
を
問
責
す
る
た
め
に
召
喚
す
る
の
は
。
唱
。
芯
者
m
F
S
M
B
n
Fお

-
g
(
H
「
い
ず
れ
か
彼
の
正
規
の
レ
l
ン
の
上
な
ら
(
ど
こ
で
も
)
」
)

と
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
、
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
の
対
応
条
項
(
二
・
六
)
で
は
単
に
吉
告
。

5
2
σ
g色
n
F
O
E
O
(
日
「
ど
こ
で
あ
れ

彼
の
レ
l
ン
に
お
い
て
」
)
と
な
っ
て
お
り
、
ラ
イ
ヒ
と
の
関
係
が
(
そ
れ
を
テ
キ
ス
ト
の
文
言
、
だ
け
か
ら
は
推
定
で
き
な
い
ほ
ど
)
薄
く
な
っ
て

(
似
)

い
る
。
し
か
し
、
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
(
ラ
ン
ト
法
・
レ
l
ン
法
に
定
義
的
説
明
を
加
え
、
本
稿
で
も
繰
り
返
し
関
説
し
て
き
た
)
レ
l
ン
法

(
初
)

六
九
・
八
に
は
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
に
対
応
条
項
が
な
い
、
と
い
う
事
実
で
あ
ろ
う
。
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説

さ
ら
に
、
以
上
の
史
料
的
所
見
を
、
(
一
般
に
は
、
疑
い
も
な
く
ア
イ
ケ
自
身
の
手
に
成
る
と
さ
れ
て
い
る
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
・
「
ド

jヒj去50(5・76)1190 

ラふ
白岡

イ
ツ
語
第
一
版
」
に
は
、
(
本
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
)
「
皇
帝
」
の
語
が
ま
っ
た
く
(
ま
た
「
参
審
自
由
人
」
の
語
も
ま
っ
た
く
、
「
自
由
(
人
ご

(
術
)

の
語
は
ほ
と
ん
ど
)
登
場
し
て
こ
な
い
、
と
い
う
事
実
と
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
そ
う
し
た
史
料
的
所
見
を
最
も
合
理
的
に
説
明
す
る
た
め

に
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

i
ト
ゥ
ス
」
H

「
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
l
ゲ
ル
(
「
レ
l
ン
法
」
)
の
ラ
テ
ン
語
原
本
」
説
に
加
え
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ

ピ
l
ゲ
ル
そ
の
も
の

(
H
そ
の
テ
キ
ス
ト
)

の
成
立
史
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
作
業
仮
説
を
立
て
て
み
た
く
な
る
。

著
者
ア
イ
ケ
は
、
(
「
序
詩
」
の
中
で
自
ら
そ
う
書
い
て
い
る
よ
う
に
)
最
初
ラ
テ
ン
語
で
、
し
か
も
「
レ

l
ン
法
」
↓
「
ラ
ン
ト
法
」

の
}iI員

そ
れ
を
や
は
り
「
レ
l
ン
法
」
↓
「
ラ
ン
ト
法
」

に
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

i
ゲ
ル
を
書
き
上
げ
(
そ
の
上
で
「
レ
l
ン
法
」
に
は
|
|
一
部
は
ま
と
ま
っ
た
形
で
|
|
若
干
の
補
筆
を
加
え
)
た
。
そ

(
初
)

の
う
ち
の
「
レ

l
ン
法
」
が
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
(
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
き
わ
め
て
近
い
も
の
)
で
あ
る
。
次
に
ア
イ
ケ
は
、

の
順
に
ド
イ
ツ
語
に
移
し
た
。
そ
の
際
、
「
レ

l
ン
法
」
に
は
か
な
り
大
幅
な
補
筆
が
加

の
順
に
組
み
直
し
た
。

え
ら
れ
、
お
そ
ら
く
そ
の
上
で
(
さ
ら
に
「
序
詩
」
な
ど
も
付
け
加
え
ら
れ
)
全
体
を
「
ラ
ン
ト
法
」
↓
「
レ

l
ン
法
」

こ
れ
が
「
ド
イ
ツ
語
第
一
版
」
(
な
い
し
、
そ
れ
に
き
わ
め
て
近
い
形
の
も
の
)
で
あ
る
。
こ
の
補
筆
・
増
補
の
中
に
は
、
(
説
明
を
補
っ
た
り
、

例
外
的
な
ケ
l
ス
を
加
え
て
よ
り
厳
密
に
す
る
な
ど
)
技
術
的
必
要
に
も
と
づ
く
と
解
さ
れ
る
も
の
も
見
ら
れ
る
が
、
(
「
レ
l
ン
法
」
に
お
け
る

そ
れ
は
)
大
部
分
が
ラ
ン
ト
法
な
い
し
「
国
制
」
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
|
|
以
上
の
よ
う
な
仮
説
が
そ
れ
で
あ
る
。

同
書
の
「
レ

l
ン
法
」
に
つ
い
て
は
(
全
体
と
し
て
)
次
の
よ
う
に
言
え
る
こ
と
に
な
る
。
「
レ

l
ン
法
」

も
し
以
上
の
仮
説
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、

(
I
)
で
指
摘
し
た
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
系
列
の
も
つ
「
理
想
像
」
的
性
格
と
併
せ
て
、

の
部
の
中
で
レ

l
ン
法
(
一
般
)

に
関
す
る
記
述
が
最
も
古
く
、
ま
た
最
も
現
実
に
近
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ラ
ン
ト
法
・
「
国
制
」
に
関
し
て
補
筆
・
増
補
さ
れ
た
部
分
は
、

(
そ
の
分
だ
け
)
現
実
か
ら
遠
去
か
り
、
「
理
想
像
」
性
格
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
、
と
。

(
別
)

(4)
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
今
の
と
こ
ろ
(
少
な
く
と
も
私
自
身
に
と
っ
て
は
)
ま
っ
た
く
の
仮
説
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l



ゲ
ル
の
「
レ

l
ン
法
」
に
は
、
「
(
あ
る
封
建
身
分
の
者
が
)
故
殺
に
よ
っ
て

(
H
彼
の
犯
し
た
故
殺
が
原
因
で
、
お
そ
ら
く
そ
れ
を
償
う
た
め
に
)

自
分
と
(
へ

l
ル
シ
ル
ト
が
)
同
格
の
者
の
家
臣
と
な
っ
て
(
あ
ま
つ
さ
え
)
そ
の
者
か
ら
所
領
を
受
領
す
る
」
ケ
i
ス
が
登
場
し
、
し
か
も

「
こ
の
主
従
関
係
が
相
続
さ
れ
な
い

(
H
一
代
限
り
の
も
の
で
あ
る
)
限
り
」
、
「
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
家
臣
の
へ

l
ル
シ
ル
ト
が
下
げ
ら
れ
る

(
幼
)

こ
と
は
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
(
レ
l
ン
法
五
四
・
二
)
。
あ
る
(
封
建
身
分
の
)
者
が
同
輩
の
親
族
を
(
誤
っ
て
、
あ
る
い
は
、
勢
い
あ
ま
っ
て
)

(
仰
)

殺
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
償
う
た
め
に
生
涯
そ
の
同
輩
の
家
臣
と
し
て
仕
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
か
に
も
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
ラ
ン
ト
法
の
「
建
前
」
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
ン
ト

ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法と国制(3・完)

法
の
準
則
に
よ
れ
ば
、
「
故
殺
」
を
犯
し
た
者
に
は
斬
首
刑
が
科
さ
れ
、
た
と
え
そ
れ
を
(
被
害
者
の
人
命
金
相
当
額
の
)
「
換
刑
蹟
罰
金
」

を
支
払
っ
て
請
け
戻
し
て
も
、
加
害
者
は
「
法
」
を
喪
失
す
る
し
、
「
窃
盗
や
強
盗
を
(
私
的
に

H
(
ラ
ン
ト
)
法
廷
外
で
)
一
不
談
に
し
賠
償

し
た
者
」
も
「
法
」
を
喪
失
す
る
(
ラ
ン
ト
法
二
・
一
三
・
五
、

( 

一一) 

一
・
=
一
八
・
こ
。
さ
ら
に
、
す
で
に

で
前
述
し
て
お
い
た
よ
う

に
、
レ

l
ン
法
の
原
則
か
ら
言
っ
て
も
、
「
法
喪
失
者
」
は
「
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
」

(
H
レ
l
ン
能
力
)
を
も
ち
え
な
い

(
同
輩
の
親
族
に
対
し
て
)
「
故
殺
」
を
犯
し
た
者
が
同
輩
の
家
臣
と
な
っ
て
所
領
を
受
領
す
る
、
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
は
あ
り
う
る
は
ず
が

は
ず
で
あ
る
)
か
ら
、

な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
事
例
は
、
「
レ
l
ン
法
」
の
部
に
お
け
る
レ
ー
ン
法
(
一
般
)
に
関
す
る
記
述
が
現
実
に
(
よ
り
)
近
く
、

ラ
ン
ト
法
|
|
そ
れ
も
そ
の
枢
軸
に
位
置
す
る
ラ
ン
ト
法
上
の
流
血
裁
判
権
|
|
に
関
す
る
記
述
が
「
理
想
像
」
的
性
格
を
色
濃
く
も
っ

て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
た
め
の
有
力
な
手
が
か
り
に
な
る
だ
ろ
う
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
れ
以
上
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
成
立
史
の

問
題
に
立
ち
入
る
ゆ
と
り
が
な
い
の
で
、
今
後
機
会
あ
る
ご
と
に
(
そ
し
て
、
い
ず
れ
本
格
的
に
)
そ
の
問
題
と
取
り
組
む
こ
と
を
お
約
束

し
、
問
題
の
所
在
と
そ
れ
を
考
え
る
(
一
つ
の
)
手
が
か
り
を
仮
説
の
形
で
提
示
す
る
に
止
め
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
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説

註
(
問
)
前
述
二
・
会
乙
・

(
2
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
問
)
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
「
法
の
記
録
と
法
の
現
実
」
、
『
ゲ
ル
マ
ン
法
』

べ
た
こ
と
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
出
)
た
と
え
ば
、
(
極
端
な
例
に
す
ぎ
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
)
、
フ
ェ
l
デ
に
勝
っ
て
相
手
を
捕
虜
に
し
た
者
が
(
実
質
的
に
は
相
手
の
所
領
を
奪
う
た

め
に
)
相
手
の
家
臣
に
な
っ
て
そ
の
所
領
を
授
封
さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
、
国
王
が
教
会
領
の
(
世
俗
的
)
支
配
権
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
教
会

諸
侯
(
あ
る
い
は
、
(
大
)
司
教
)
の
家
臣
に
な
っ
て
そ
の
授
封
を
受
け
た
り
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
限
り
、
レ
ー
ン
制
が
国
家
形
成
的
に
機
能

す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
防
)
前
述
一
・
(
二
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
削
)
こ
の
点
は
、
す
で
に
石
川
「
補
論
」
、
四
九
二
頁
以
下
、
お
よ
び
、
「
中
世
法
」
、
五
二
一
t
p
五
一
一
一
一
頁
な
ど
で
、
繰
り
返
し
指
摘
し
て
お
い
た

こ
と
で
あ
る
。

(
問
)
レ
l
ン
法
一
二
・
二
H

「
息
が
父
に
代
わ
っ
て
(
父
の
主
君
で
あ
っ
た
者
の
)
家
臣
に
な
る
こ
と
を
望
ま
な
い
場
合
、

(
H
父
の
主
君
よ
り
も
っ
と

上
の
シ
ル
ト
を
も
っ
者
(
た
と
え
ば
上
級
主
君
)
の
家
臣
に
な
っ
て
も
て
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
シ
ル
ト
は
高
め
ら
れ
な
い
。
旗
レ
l
ン
の
ほ
か
は
、

(
す
な
わ
ち
)
そ
れ
が
彼

(
H
家
臣
)
に
(
国
王
か
ら
)
封
与
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
、
家
臣
の
シ
ル
ト
を
高
め
る
も
の
は
(
何
も
)
な
い
」
。

(
問
)
前
述
一
・
会
乙
・
③
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
別
)
前
述
二
・
(
五
)
・

(
1
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
捌
)
以
上
に
つ
い
て
は
、
二
・
(
五
)
・

(
2
)
で
前
述
し
た
と
こ
ろ
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
加
)
レ
l
ン
法
七
一
・
四

H

「
二
人
の
家
臣
は
一
つ
の
裁
判
権
(
裁
判
管
区
)
に
つ
い
て
共
同
の
レ
l
ン
法
(
上
の
権
利
)
を
も
っ

(
H
そ
れ
を
共
同

で
授
封
さ
れ
る
)
こ
と
を
え
な
い
。
し
か
し
、
人

(
H
主
君
)
は
そ
れ
に
つ
い
て
、
別
な
レ

l
ン
に
つ
い
て
と
同
じ
よ
う
に
、
ゲ
デ
イ
ン
ゲ

(
H
予

約
)
を
封
与
す
る
こ
と
は
で
き
る

(
H
す
で
に
あ
る
者
が
占
有
・
支
配
し
て
い
る
裁
判
権
(
裁
判
管
区
)
に
つ
い
て
別
な
家
臣
に
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
を
封
与
し

て
も
「
共
同
授
封
」
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
趣
旨
)
」
。
な
お
、
一
般
の
レ

l
ン
に
つ
い
て
「
共
同
授
封
」
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
た
と
え
ば

レ
i
ン
法
人
・
一
、
八
・
こ
な
ど
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

裁
判
権
レ
l
ン
に
関
し
て
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
、
レ
l
ン
法
六
一

~tì去 50(5 ・ 78) 1192 

号"-
日間

所
収
、

一
七
六
1
一
七
七
頁
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
川
)

で
述

-一

H

「
裁
判
権
(
裁
判
管
区
)
に
つ
い
て
の
レ
l
ン
を
、
聖
職
者
お
よ
び
婦



ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法と国制(3・完)

人
お
よ
び
法
喪
失
者

(
m
n
E
O
国
)
は
受
領
す
る
(
な
い
し
、
も
つ
)
こ
と
を
え
な
い
」
と
い
う
条
項
が
あ
る
。
し
か
し
、
一
・
(
二
)
で
前
述
し
た

よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
者
は
も
と
も
と
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
い
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
レ
ー
ン
法
二
・
六
に
は
「
あ
る
聖
職
者
ま
た
は
婦
人
が
選

挙
に
よ
っ
て

(
H
司
教
や
修
道
(
尼
)
院
長
に
選
ば
れ
て
教
会
諸
侯
に
な
り
)
ラ
イ
ヒ
の
所
領
を
受
領
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ヘ

l
ル
シ
ル
ト

(
H
レ
ー

ン
能
力
)
を
取
得
す
る
」
と
あ
る
か
ら
、
右
の
レ

l
ン
法
六
一
・
一
の
規
定
を
「
正
規
の
レ

i
ン
」
と
の
対
比
に
お
い
て
特
筆
す
る
必
要
は
な
い

で
あ
ろ
う
。

(
抑
)
レ
l
ン
法
一
一
・
一
一
日
「
主
君
が
彼
の
家
臣
に
一
つ
の
村
を
ま
と
め
て
、
(
「
バ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
ヲ
l
職
・
レ
!
ン
」
と
し
て
?
、
あ
る
い
は
、
そ
の

場
合
を
も
含
む
の
か
?
)
あ
る
い
は
、
葡
萄
園
ま
た
は
(
あ
る
管
区
の
)
十
分
の
一
税
(
徴
収
権
)
ま
た
は
(
あ
る
裁
判
管
区
の
)
裁
判
権
ま
た
は
そ

う
し
た
類
の
も
の
を
(
ま
と
め
て
)
、
あ
る
い
は
(
H
換
言
す
れ
ば
)
、
彼
(
H
主
君
)
が
あ
る
場
所
で
自
由
に
(
H
授
封
せ
ず
に
自
分
の
手
許
に
)
も
っ

て
い
る
も
の
を
す
べ
て
、
封
与
し
た
場
合
、
家
臣
は
(
主
君
に
異
動
が
あ
っ
た
際
に
)
こ
う
し
た
レ

i
ン
の
授
封
更
新
を
(
新
し
い
主
君
に
)
希
求

(
H
請
求
)
し
、
ま
た
、
彼
(
H
家
臣
)
が
主
君
に
よ
る
占
有
指
定
を
欠
い
て
い
て
も
(
H
受
け
て
い
な
く
て
も
て
そ
れ
(
H
そ
う
し
た
レ

l
ン
)

を
(
封
相
続
人
に
)
相
続
さ
せ
る
(
こ
と
が
で
き
る
)
」
。
な
お
、
裁
判
権
レ

l
ン
に
つ
い
て
の
「
相
続
」
権
を
示
す
も
の
と
し
て
、
二
・
(
六
)
・

(
l
)
で
触
れ
た
よ
う
に
、
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
裁
判
官
」
(
ラ
ン
ト
法
一
・
五
五
・
こ
の
ほ
か
、
(
旗
レ
l
ン
に
関
し
て
)
「
生
ま
れ
な
が
ら
の
諸
侯
」

(レ
1
ン
法
二
0
・
五
)
と
い
う
表
現
も
用
い
ら
れ
て
い
る
(
前
註
(
凶
)
を
参
照
)
。

(
加
)
レ

l
ン
法
六
一
・
二
H
「
ま
た
な
ん
ぴ
と
も
、
彼
が
裁
判
権
(
レ
!
と
を
受
領
す
る
よ
り
も
前
に
、
裁
く
(
H
裁
判
を
す
る
)
こ
と
を
え
な
い
。

し
か
し
彼
が
ひ
と
た
び
そ
れ
を
受
領
し
た
時
(
な
い
し
、
後
)
は
、
彼
の
主
君
が
死
亡
し
、
ま
た
は
彼

(
H
主
君
)
が
そ
れ

(
H
裁
判
権
レ
l
ン
)

を
(
上
級
主
君
に
)
返
還
し
た
場
合
、
彼

(
H
家
臣
、
裁
判
権
レ
!
ン
の
受
封
者
)
が
裁
判
権
(
レ
l
ン
)
を
(
改
め
て
)
受
領
す
べ
き
彼
の
年
期
(
H

一
年
と
一
日
)
の
問
、
(
ひ
き
つ
づ
き
)
裁
く
(
H
裁
判
す
る
)
こ
と
が
で
き
る
」
。
こ
の
条
項
の
後
半
に
見
ら
れ
る
例
外
は
、
い
ず
れ
も
主
君
に
異

動
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
も
主
君
の
異
動
が
(
死
亡
な
い
し
レ
i
ン
の
自
発
的
返
還
と
い
う
)
「
法
」
(
日
裁
判
)
の
関
与
な
し
に
生
じ
た
場
合
、
に

限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
こ
の
点
、
お
よ
び
、
主
君
の
異
動
に
「
法
」
が
関
与
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
次
に
(
お

よ
び
、
次
註
(
加
)
で
)
述
べ
る
こ
と
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
捌
)
レ

l
ン
法
七
一
・
五
H
「
誰
で
あ
れ
国
王
が
ア
ハ
ト
に
処
し
た
者
は
、
適
法
に
は
(
g
x
a
n
z
n
)
(
H
法
の
定
め
、
(
あ
る
い
は
、
法
の
定
め
る
手

続
)
に
よ
れ
ば
)
、
裁
く

(
H
裁
判
す
る
)
こ
と
を
え
ず
、
ま
た
、
誰
で
あ
れ
そ
の
裁
判
権
(
レ
I
ン
)
を
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
た
者
も
、
彼

が
そ
れ

(
H
裁
判
権
レ
l
ン
)
を
引
き
(
ま
た
は
、
請
け
)
戻
さ
な
い
聞
は
(
裁
く

H
裁
判
す
る
こ
と
を
え
な
い
)
、
ま
た
、
裁
判
権
(
レ
l
ン
)
が
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(
そ
の
受
封
者
の
)
死
亡
に
よ
り
帰
属
す
る
な
ん
び
と
も
、
彼
(
自
身
)
が
そ
れ
(
H
裁
判
権
レ

l
ン
)
を
受
領
し
て
い
な
い
聞
は
(
裁
く
H
裁
判
す

る
こ
と
を
え
な
い
と
。
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
幾
っ
か
コ
メ
ン
ト
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
る
。

①
こ
れ
に
よ
っ
て
、
前
註
(
加
)
で
述
べ
た
(
裁
判
権
レ
l
ン
の
承
継
に
当
た
り
そ
の
行
使
に
先
立
っ
て
(
自
ら
、
ま
た
は
、
改
め
て
)
授
封
を
受
け

な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
原
則
に
対
す
る
)
例
外
が
家
臣
に
よ
る
「
相
続
」
の
場
合
に
は
問
題
に
な
り
え
な
い
こ
と
を
、
改
め
て
確
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

②
一
般
の
レ

l
ン
に
つ
い
て
は
、
主
君
が
あ
る
家
臣
を
問
責
す
る
た
め
そ
の
レ

l
ン
法
廷
に
召
喚
し
た
場
合
、
家
臣
が
三
度
の
裁
判
期
日

に
(
最
後
ま
で
)
不
出
頭
を
つ
づ
け
る
と
、
主
君
は
レ

l
ン
法
廷
の
判
決
を
も
っ
て
そ
の
家
臣
に
与
え
て
い
た
レ

l
ン
を
剥
奪
し
(
石
川
「
裁
判

(
権
)
」
、
二
五
頁
1
}
一
六
頁
を
参
照
)
、
問
じ
く
レ

l
ン
法
廷
の
判
決
を
も
っ
て
そ
の
所
領
を
占
取
(
し
て
わ
が
も
の
と
)
す
る
が
(
レ

l
ン
法
六
五
・

二
二
)
、
家
臣
は
そ
れ
か
ら
一
年
と
一
日
以
内
に
主
君
の
前
に
出
頭
し
て
こ
の
レ

l
ン
を
引
き
(
な
い
し
、
請
け
)
一
決
す
こ
と
が
で
き
(
石
川
、
同

レ

シ

上
、
参
照
)
、
主
君
は
そ
の
一
年
と
一
日
の
聞
こ
の
所
領
を
「
利
用
と
収
益
な
し
に
」
(
自
伺

E
Z
E四
包
四
mmZ)
保
持
す
る
こ
と
に
な
る
(
レ
l
ン

法
、
向
上
。
た
だ
し
、
判
決
に
よ
る
レ

i
ン
の
剥
奪
が
(
レ
l
ン
そ
の
も
の
の
帰
属
を
め
ぐ
る
)
他
の
家
臣
の
訴
え
に
も
と
づ
く
場
合
に
は
、
右
の
プ
ロ
セ

ス
の
中
で
、
主
君
自
身
が
レ
l
ン
を
占
取
す
る
代
わ
り
に
原
告
で
あ
る
他
の
家
臣
に
「
占
有
指
定
」
が
な
さ
れ
る
、
と
い
う
点
が
異
な
る
だ
け
で
、
そ
の
他

の
点
は
同
じ
で
あ
る
|
|
レ
1

ン
法
四
三
・
一
を
参
照
)

0

(

テ
キ
ス
ト
に
は
香
か
れ
て
い
な
い
が
て
も
し
こ
の
主
君
(
ま
た
は
原
告
)
に
よ
る
一
年
と

一
日
の
間
(
レ
l
ン
法
四
三
・
一
で
は
、
後
代
の
補
選
に
か
か
る
一
文
で
「
六
週
間
」
と
さ
れ
て
い
る
)
の
用
益
を
伴
わ
な
い
保
持
が
(
い
わ
ば
そ
の
反

射
と
し
て
)
被
告
に
よ
る
占
有
・
支
配
の
継
続
を
意
味
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
裁
判
権
レ

l
ン
の
判
決
に
よ
る
剥
奪
の
場
合
に
は
そ
れ
よ
り
も
き

び
し
い
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
前
註
(
加
)
で
指
摘
し
た
(
家
臣
に
よ
る
授
封
吏
新
請
求
の
)
問
題

に
関
連
し
て
、
次
の
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
主
君
が
判
決
を
も
っ
て
レ

l
ン
を
剥
奪
さ
れ
そ
れ
を
引
き
戻
す
年
期
を
慨
怠
し
た

レ
ー
ン

(
つ
ま
り
、
主
君
が
判
決
を
も
っ
て
剥
奪
さ
れ
た
レ

l
ン
を
年
期
内
に
引
き
戻
さ
な
か
っ
た
)
場
合
に
は
「
判
決
を
も
っ
て
彼
か
ら
そ
の
所
領
に
つ
い
て

す
べ
て
の
請
一
求
権
(
信
号
gwm)
が
剥
奪
さ
れ
る
」
(
レ
l
ン
法
六
五
・
一
一
一
)
)
か
ら
、
必
然
的
に
主
君
の
異
動
が
起
き
、
家
臣
は
新
し
い
主
君

(
こ
の
場
合
、
上
級
主
君
|
レ

i
ン
法
一
四
・
三
を
参
照
)
に
授
封
更
新
な
い
し
新
し
い
主
君
の
指
定
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
一
般
の

レ
l
ン

レ
l
ン
に
つ
い
て
は
、
新
し
い
主
君
に
よ
る
授
封
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
(
も
)
家
臣
は
自
分
の
所
領
を
(
ひ
き
つ
づ
き
)
占
有
・
支
配
す
る
こ

と
が
で
き
た
(
と
推
定
さ
れ
る
)
の
に
対
し
て
、
裁
判
権
レ

l
ン
に
つ
い
て
は
、
(
そ
れ
が
レ

l
ン
法
六
一
・
二
の
例
外
の
中
に
数
え
ら
れ
て
い
な
い
か

ら
)
、
新
し
い
主
君
か
ら
改
め
て
授
封
を
受
け
る
ま
で
は
裁
判
を
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
、
と
い
う
相
違
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
(
し
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た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
、
家
臣
で
あ
る
裁
判
権
レ
l
ン
の
受
封
者
は
、
当
然
、
授
封
更
新
の
請
求
を
可
能
な
限
り
急
ぐ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
、
つ
)
。

①
「
国
王
の
ア
ハ
ト
」
は
、
(
地
方
的
追
放
と
同
じ
く
て
そ
れ
に
処
さ
れ
た
者
が
裁
判
を
受
け
る
た
め
に
そ
こ
か
ら
自
分
を
引
き
戻
す
こ
と
が

で
き
、
そ
の
際
彼
に
「
平
和
」
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
は
「
刑
罰
」
で
は
な
く
、
被
告
を
裁
判
所
に
出

頭
さ
せ
る
た
め
の
強
制
手
段
で
あ
る
(
石
川
「
ア
イ
ゲ
ン
」
、
三
二
1
三
一
一
一
頁
、
「
平
和
と
法
」
、
一
六
O
七
頁
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。
一
年
と
一
日

「
ラ
イ
ヒ

(
H
国
王
)
の
ア
ハ
ト
」
の
中
に
あ
っ
て
「
上
級
ア
ハ
ト
」
に
処
せ
ら
れ
た
者
(
だ
け
)
が
判
決
を
も
っ
て
「
法
喪
失
者
」

(anzsz国

)

と
宣
告
さ
れ
、
ア
イ
ゲ
ン
と
レ

l
ン
を
剥
奪
さ
れ
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
(
ラ
ン
ト
法
一
・
一
一
一
八
・
二
、
=
一
・
三
回
・
三
)
。
も
ち
ろ
ん
、
「
国
王

の
ア
ハ
ト
」
は
犯
罪
の
ゆ
え
に
訴
え
ら
れ
て
裁
判
所
に
出
頭
し
な
い
者
、
あ
る
い
は
、
現
行
犯
を
犯
し
て
逃
亡
し
た
者
に
科
せ
ら
れ
る
か
ら
、

一
般
の
レ

l
ン
に
つ
い
て
も
、
国
王
の
ア
ハ
ト
に
処
さ
れ
て
い
る
者
が
そ
こ
か
ら
自
分
を
引
き
(
あ
る
い
は
、
請
け
)
一
民
す
ま
で
の
問
(
も
)
自

レ
ー
ン

分
の
所
領
を
実
効
的
に
占
有
・
支
配
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
が
、
少
な
く
と
も
彼
か
ら
そ
れ
に
つ
い
て
の
「
権
利
」
は
ま
だ
奪
わ
れ
て
い
な

い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
裁
判
権
レ

l
ン
の
受
封
者
が
「
国
王
の
ア
ハ
ト
」
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
は
ど
う
な
る
の
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
手
が

か
り
に
な
る
の
は
、
右
の
レ

l
ン
法
七
一
・
五
で
は
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
(
前
述
し
た
判
決
を
も
っ
て
裁
判
権
(
レ

l
ン
)
を
剥
奪
さ
れ
た
場
合
と

は
異
な
り
)
、
「
彼
が
自
分
を
そ
こ
か
ら
引
き
(
ま
た
は
、
請
け
)
戻
す
ま
で
の
問
」
と
い
っ
た
限
定
が
付
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
裁
判
権
レ

l
ン
の
受
封
者
に
つ
い
て
は
、
国
王
の
ア
ハ
ト
か
ら
自
分
を
引
き
戻
し
て
再
び
裁
判
官
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
が
予
定
さ

れ
て
い
な
い
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
裁
判
権
レ
ー
ン
は
(
上
級
ア
ハ
ト
を
待
た
ず
に
)
国
王
の
ア
ハ

レ
l
J

ト
の
段
階
で
彼
か
ら
剥
奪
さ
れ
、
(
そ
の
封
相
続
人
な
ど
)
新
し
い
裁
判
官
が
彼
に
代
わ
っ
て
そ
れ
を
受
領
し
た
、
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ

う
(
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
「
い
ず
れ
の
裁
判
官
も
犯
罪
を
裁
か
な
い
者
は
、
そ
の
賞
、
か
の
者

(
H
犯
人
)
に
対
し
て
下
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
と

同
じ
刑
罰
に
値
す
る

(
H
同
じ
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
(
ラ
ン
ト
法
二
・
二
ニ
・
八
)
と
い
う
、
(
そ
の
任
を
果
た
さ
な
い
)
裁
判
官
に
対
す
る

き
わ
め
て
き
び
し
い
姿
勢
で
あ
る
)
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
彼
の
家
臣
で
あ
り
彼
か
ら
裁
判
権
レ

i
ン
を
受
封
し
て
い
た
者
の

授
封
更
新
に
つ
い
て
は
、
②
の
後
段
で
述
べ
た
こ
と
が
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
(
は
ず
で
あ
る
)

O

(
加
)
レ

i
ン
法
七
六
・
=
一
H
「
家
臣
が
主
君
に
対
し
て
(
主
従
関
係
を
)
解
約
す
る
な
ら
ば
、
彼
(
H
家
臣
)
が
彼
(
H
主
君
)
か
ら
受
領
し

て
い
た
所
領
は
、
主
君
に
と
っ
て
自
由
に
な
る

(
H
主
君
の
手
許
に
戻
る
)
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
主
君
が
家
臣
に
対
し
て
(
主
従
関
係
を
)
解
約

す
る
な
ら
ば
、
彼

(
H
主
君
)
は
、
家
臣
が
彼

(
H
主
君
)
か
ら
受
領
し
(
て
い
)
た
所
領
を
、
そ
れ
が
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
場
合
を
除
き
、

失
っ
た
こ
と
に
な
り
、
家
臣
は
そ
れ

(
H
所
領
)
に
つ
い
て
:
:
:
上
級
主
君
に
対
し
て
授
封
更
新
を
希
求

(
H
請
求
)
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
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説

そ
れ
が
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
あ
る
教
会
(
問
。

E
g吉田
H

。。門お凹

E
E回
)
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
(
主
君
の
支

配
権
(
支
配
圏
)
か
ら
)
出
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
ま
た
家
臣
が
そ
れ
を
そ
の
先
ま
で

(
H
上
級
主
君
に
対
し
て
)
追
う

(
5
-
m
g
)
(
H
授
封
更
新

を
請
求
す
る
)
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
所
領
を
家
臣
は
彼
の
存
命
中
勤
務
な
し
に
保
持
す
べ
き
あ
り
、
ま
た
そ
れ

(
H
所
領
)
を
彼
の

子
に
相
続
さ
せ
、
ま
た
そ
れ
に
つ
い
て
レ

l
ン
法
を
行
う

(
H
自
分
の
家
臣
に
又
授
封
す
る
)
こ
と
も
で
き
る
、
(
た
だ
し
こ
れ
は
)
主
君
が
家
臣
に

(
主
従
関
係
を
)
解
約
し
、
家
臣
は
主
君
に
そ
う
し
な
い
場
合
(
の
こ
と
で
あ
る
と
。
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
臼
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
捌
)
レ

l
ン
法
七
一
・
六
H

「
誰
し
も
(
主
君
の
)
ア
イ
ゲ
ン
を
レ

l
ン
と
し
て
受
領
し
た
(
あ
る
い
は
、
も
つ
)
者
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
い
か
な
る

授
封
更
新
請
求
権

(g布
。
)
を
も
も
た
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
(
そ
の
所
領
の
)
(
又
)
授
封
は
、
ラ
イ
ヒ
の
所
領
で
あ
る
他
の
レ

l
ン
と
同
じ

く
、
第
七
の
手
ま
で
及
ぶ
。
彼
等

(
H
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
の
受
封
者
)
の
う
ち
な
ん
ぴ
と
も
他
の
(
受
封
)
者
に
対
し
て
授
封
更
新
を
拒
む
こ
と

を
え
ず
、
ま
た
そ
の
所
領
に
つ
い
て
レ

l
ン
法

(
H
又
授
封
)
を
拒
む
こ
と
を
え
な
い
、
た
だ
し
そ
の
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
で
あ
る
最
上
級
の
主
君

は
除
く
。
ま
た
、
こ
の
(
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
で
あ
り
、
そ
れ
を
直
接
に
授
封
し
た
)
同
じ
主
君
は
、
彼
が
そ
れ

(
H
所
領
)
を
必
要
と
す
る
場
合
、
そ

れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
、
彼
が
そ
れ
を
家
臣
に
対
し
ラ
イ
ヒ
の
所
領
に
つ
い
て
同
等
の
交
換
に
よ
っ
て

(
H
同
等
・
等
価
の
ラ
イ
ヒ
の
所
領

と
の
交
換
に
よ
っ
て
)
補
償
す
る
限
り
」
。
な
お
、
こ
の
条
項
中
、
「
授
封
が
第
七
の
手
ま
で
及
ぶ
」
と
い
う
件
に
つ
い
て
は
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
ー

ン
」
が
国
王
か
ら
出
発
し
な
い
以
上
、
そ
も
そ
も
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ぶ
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
箇
所
、

「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ウ
ス
」
(
口
$
)
で
は

5
8
H
S
E
S
S
E
B
(第
六
の
手
ま
で
)
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
』

出
向
百
戸
〈
O
B
巴
m
m
g
n
E
E咽}∞己・∞・
3
M
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
(
関

E
C日開
-
F
2
F
o
g
言明・

2
N頃
〉
ロ

E
-
-
M
M
)
、
同
書
は
今
手
許
に
な
く
、

そ
れ
を
検
討
す
る
ゆ
と
り
が
な
い
。
(
こ
の
問
題
も
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
成
立
史
に
か
か
わ
る
、
と
思
わ
れ
る
が
)
、
し
か
し
、
(
そ
の
点
は
)
い
ず

れ
に
し
て
も
、
そ
の
件
の
「
第
七
の
手
」
が
実
質
的
に
は
「
第
七
の
シ
ル
ト
(
を
も
っ
者
)
」
を
意
味
す
る
こ
と
は
動
か
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

(
加
)
前
述
一
・
(
五
)
・

(
b
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
捌
)
レ

l
ン
法
六
九
・
八
は
、
前
註

(
7
)
で
訳
出
し
た
部
分
の
あ
と
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
つ
づ
く
。
「
ま
た
、
家
臣
は
彼
の
主
君
に
対
し
、
彼

(
H
主
君
)
の
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
(
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
も
と
に
)
、
彼

(
H
家
臣
)
が
そ
れ

(
H
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
)
を
レ

l
ン
と
し
て
受
領
し
て

い
る
場
合
、
彼

(
H
主
君
)
に
対
し
ラ
イ
ヒ
の
所
領
に
つ
い
て
(
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
も
と
に
)
な
す
べ
き
義
務
を
負
う
の
と
、
同
じ
勤
努
を
行
う

義
務
を
負
う
。
も
し
家
臣
が
国
王
の
前

(
H
法
廷
)
で
ア
イ
ゲ
ン
(
に
つ
い
て
の
)
レ

l
ン

(
-
2
2叩
加

g
)
(に
関
す
る
こ
と
、
具
体
的
に
は
判
決
非

難
)
を
決
定
し
な
い
(
あ
る
い
は
、
で
き
な
い
)
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
彼
、
づ
ま
り
ア
イ
ゲ
ン
を
授
封
さ
れ
て
い
る
者
(
日
家
臣
)
は
、
(
同
じ
主

論
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君
の
家
臣
同
志
で
あ
る
の
に
)
、
ラ
イ
ヒ
の
所
領
を
レ

l
ン
と
し
て
受
領
し
て
い
る
者

(
H
家
臣
)
に
対
し
て
い
か
な
る
判
決
を
も
発
見
し
て
は
な

ら
な
い
、
ま
た
後
者
も
前
者
に
対
し
て
(
そ
う
し
て
は
な
ら
な
い
)
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
」
。
こ
の
件

(
H
レ
l
ン
法
六
九
・
八

の
後
段
)
で
は
、
見
ら
れ
る
通
り
、
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
に
関
す
る
判
決
非
難
も
「
国
王
の
前
で
」
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
は
め
ず
ら
し
く
、
接
続
法
第
二
式
ま
で
用
い
て
「
力
説
」
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
が
、
(
こ
の
条
項
の
前
段
で

は
、
同
じ
こ
と
を
「
国
王
が
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
(
も
)
(
最
高
の
)
裁
判
官
に
選
ば
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
説
明
し
て
い
る
|
|
前
註

(
7
)
を
参
照

|
|
の
と
は
異
な
り
て
そ
の
こ
と
を
も
っ
ぱ
ら
レ

l
ン
法
内
部
の
論
理
で
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
説
明
が
(
接
続
法
第
二
式
を
用
い
ざ

る
を
え
な
い
ほ
ど
、
少
な
く
と
も
や
や
)
苦
し
ま
ぎ
れ
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
に
(
も
)
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
捌
)
レ

l
ン
法
七
一
・
六
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
揃
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。
レ
ー
ン
法
六
五
・
四

H
「
家
臣
が
ラ
イ
ヒ
の
所
領
を
あ
る
主
君
か
ら

(レ
l
ン
と
し
て
)
受
領
し
て
い
る
な
ら
ば
、
彼

(
H
主
君
)
は
彼

(
H
家
臣
)
を
ラ
イ
ヒ
の
所
領
(
で
開
か
れ
る
レ
l
ン
法
廷
)
に
召
喚
す
べ
き
で

あ
る
。
し
か
し
、
彼

(
H
家
臣
)
が
彼

(
H
主
君
)
の
ア
イ
ゲ
ン
を
レ

l
ン
と
し
て
受
領
し
て
い
る
な
ら
ば
、
彼

(
H
主
君
)
は
彼

(
H
家
臣
)
を

レ
ー
ン

彼

(
H
主
君
)
の
ア
イ
ゲ
ン
(
で
開
か
れ
る
レ
l
ン
法
廷
)
に
召
喚
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
家
臣
が
主
君
か
ら
所
領
を
受
領
し
て
い
る
場
合
、

た
と
え
そ
れ
が
彼
の
主
君
の
レ

l
ン
で
あ
る
ア
イ
ゲ
ン

(
H
彼
の
主
君
が
上
級
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
を
レ
i
ン
と
し
て
受
領
し
た
も
の
)
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
(
上
級
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
レ
l
ン
の
)
ゆ
え
に
主
君
は
彼

(
H
家
臣
)
を
(
上
級
主
君
か
ら
受
領
し
た
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
に
限
ら
ず
)
い

ず
れ
の
彼
の
正
規
の
レ

l
ン
(
で
開
か
れ
る
レ
1
ン
法
廷
)
に
も
召
喚
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。

(
川
)
前
註
(
印
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
山
)
前
註

(
7
)
、
お
よ
び
、
(
拠
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
山
)
向
上
、
お
よ
び
、
前
註
(
回
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
加
)
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
」
が
又
授
封
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
が
「
正
規
の
レ

l
ン
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
「
正
規
の
レ

l
ン
」
並
み
に
扱
わ
れ

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
③
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
④
で
述
べ
た
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
に
関
す
る
判
決
非
難
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
問

題
が
残
る
こ
と
に
な
る
。
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

i
ン
が
(
何
段
階
か
)
又
授
封
さ
れ
て
い
る
場
合
、
も
し
末
端
(
な
い
し
、
途
中
)
の
段
階
で
そ
の
所
領

に
関
す
る
判
決
が
非
難
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
順
次
、
授
封
の
経
路
を
下
か
ら
上
へ
と
逆
に
辿
っ
て
、
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
を
レ
ー
ン
と
し
て
授
封

し
た
(
最
上
級
の
)
主
君
の
レ

l
ン
法
廷
ま
で
行
き
つ
く
。
し
か
し
、
事
が
そ
こ
で
も
決
着
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

i
ン
に
つ

い
て
は
も
は
や
(
そ
れ
以
上
の
)
上
級
主
君
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
④
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
こ
か
ら
(
「
最
後
」
)
「
国
王
の
前
に
」
も
ち
出
さ
れ
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説

る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
に
は
そ
れ
が
又
授
封
さ
れ
た
場
合
に
も
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン

と
し
て
の
特
殊
性
が
残
っ
て
お
り
、
又
授
封
さ
れ
た
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
を
ま
っ
た
く
「
正
規
の
レ
l
ン
」
と
同
一
に
扱
う
わ
け
に
は
い
か
な

い
の
で
あ
る
。

(
出
)
以
下
に
つ
い
て
は
、
前
述
一
・
(
五
)
・

(a)
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
主
君
に
よ
る
家
臣
に
対
す
る
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
レ
ー
ン
法
七
六
・
二

に
「
強
奪
」
お
よ
び
「
い
ず
れ
か
の
犯
罪
」
の
ゆ
え
に
「
家
臣
が
主
君
を
ラ
ン
ト
(
法
上
の
)
裁
判
官
の
前

(
H
法
廷
)
で
訴
え
る
」
事
例
が
、

ま
た
、
レ
ー
ン
法
三
九
・
二
に
主
君
か
ら
「
所
領
を
返
還
す
る
よ
う
(
力
づ
く
で
)
強
要
」
さ
れ
た
家
臣
が
「
主
君
を
暴
力
の
か
ど
で
訴
え
る
」

事
例
が
出
て
く
る
。

(
出
)
ラ
ン
ト
法
二
・
四
二
・
一
に
そ
の
事
例
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
、
石
川
「
法
の
生
成
」

7
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
川
)
前
述
二
・
(
六
)
・

(
4
)
、
註
(
問
)
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
叩
)
た
と
え
ば
、
レ
ー
ン
法
一
二
三
・
一

H
「
あ
る
主
君
が
(
レ
1
ン
法
廷
の
判
決
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
こ
と
な
く
)
自
由

(
H
自
発
的
)
な
意
思
に
も

と
づ
き
彼
の
家
臣
に
何
か

(
H
い
ず
れ
か
の
所
領
)
を
授
封
し
(
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
)
、
彼

(
H
主
君
)
が
そ
れ

(
H
そ
の
レ
l
ン
)
に
つ
い
て
彼

(
H
家
臣
)
の
た
め
に
保
障

(
H
追
奪
担
保
)
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
彼

(
H
主
君
)
は
彼

(
H
家
臣
)
に
そ
れ
を
(
別
な
所
領
の
授
封
に
よ
っ

て
)
補
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
た
だ
し
、
そ
の
家
臣
が
、
彼

(
H
自
分
)
に
封
与
さ
れ
た
所
領
を
(
自
ら
)
占
取
す
る
(
あ
る
い
は
、
で
き
る
)

場
合
は
別
に
し
て
、
(
改
め
て
授
封
を
受
け
る
べ
き
)
彼
の
(
一
年
と
一
日
の
)
年
期
を
制
限
怠
に
よ
っ
て
失
わ
な
い
限
り
。
ま
た
、
そ
れ

(
H
所
領
)

を
誰
か
が
彼
か
ら
奪
う
(
あ
る
い
は
、
奪
っ
た
)
場
合
に
は
、
彼

(
H
家
臣
)
は
そ
れ

(
H
所
領
)
を
彼
の
法
定
期
限

(
H
一
年
)
内
に
呂
町
古
田
町

江
田
宮
を
も
っ
て
追
及
す
べ
き
で
あ
る
。
彼
(
日
家
臣
)
が
そ
の
こ
と
を
な
さ
な
い
な
ら
ば
、
主
君
は
彼

(
H
家
臣
)
に
そ
の
所
領
を
補
償
(
す
る

こ
と
を
要
)
し
な
い
」
、
レ
l
ン
法
一
一
・
一

H
「
い
ず
れ
か
の
所
領
を
人

(
H
誰
か
他
の
者
)
が
家
臣
か
ら
実
力
(
ま
た
は
、
暴
力
)
を
も
っ
て
奪

ぃ
、
彼

(
H
家
臣
)
が
そ
れ

(
H
奪
わ
れ
た
所
領
)
を
お
n
z
m
r
g
m
m
を
も
っ
て
追
及
す
る
(
あ
る
い
は
、
追
及
し
て
い
る
)
場
合
、
彼

(
H
家
臣
)
が

そ
の
お
nE円
m
r
z明
白
に
つ
い
て
証
人
を
有
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
(
そ
の
所
領
に
つ
い
て
)
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
H
占
有
)
を
欠
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
の
所
領
を
彼

(
H
自
分
)
の
息
に
相
続
さ
せ
、
ま
た
、
(
主
君
に
異
動
が
あ
っ
た
際
)
別
な

(
H
新
し
い
)
主
君
に
対
し
そ
の
(
所
領
の
)
授

封
更
新
を
希
求

(
H
請
求
)
す
る
(
こ
と
が
で
き
る
こ
な
ど
の
条
項
が
あ
る
。

な
お
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
、
こ
れ
ま
で
お
n
z
g
r
z需
が
い
か
な
る
裁
判
所
で
行
わ
れ
る
か
と
い
う
問
題
は
(
少
な
く
と
も
深
く
)
追
及
さ
れ
る

こ
と
が
な
く
、
レ
ー
ン
の
帰
属
に
関
す
る
お
n
z
s
r
z
m
m
は
(
当
然
)
レ
l
ン
法
廷
で
行
わ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

同̂a而
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し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
お
わ
Z
B
E
a
o
は
実
は
も
っ
ぱ
ら
(
少
な
く
と
も
、
主
と
し
て
)
ラ
ン
ト
法
廷
で
行
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
近
く
別
稿
(
「
補
論
・
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
に
お
け
る
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
)
で
詳
論
す
る
予
定
で
あ

る
が
、
さ
し
あ
た
り
石
川
「
裁
判
(
権
)
」
、
二
六
1
二
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
出
)
前
註

(
7
)
と
(
捌
)
、
お
よ
び
、
(
前
註
(
山
)
を
含
め
て
)
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
抑
)
前
述
二
・
(
六
)
・

(
6
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
却
)
「
集
団
的
封
主
選
挙
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
世
良
晃
志
郎
『
封
建
制
社
会
の
法
的
構
造
』
(
一
九
七
七
年
、
創
文
社
、
二
八
頁
)
に
お
い

て
、
「
レ

l
エ
ン
制
は
:
:
:
そ
の
内
部
か
ら
必
然
的
に
一
つ
頂
点
を
生
み
出
す
」
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
、
ミ
ツ
タ
イ
ス
の
研
究
を
援
用
し
つ

つ
も
ち
出
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。

(
加
)
こ
う
し
た
見
解
の
概
要
は
、
す
で
に
石
川
「
裁
判
(
権
)
」
、
五
五
頁
、
註
(
日
)
に
お
い
て
述
べ
て
お
い
た
。

(m)
穴
知
O
開
白
内
田
開
F
F
・
-
)
R
E
n
E
8
5宮
町
個
目
白
は
、
ま
ず
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
(
お
よ
び
、
そ
れ
と
親
近
関
係
に
あ
る
法
書
)
の
「
法
書
」
と
し
て

の
特
徴
が
ラ
ン
ト
法
・
レ

l
ン
法
と
い
う
二
つ
の
法
領
域
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
点
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
な
ぜ
同
書
で
は
こ
の
二
つ

の
法
領
域
が
同
時
に
記
述
さ
れ
(
え
)
た
の
か
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
か
、
と
い
う
問
題
を
追
及
し
、
(
拙
論
を
も
援
用
し
つ

つ
)
こ
の
レ

l
ン
法
六
九
・
八
に
注
目
し
て
、
「
以
上
の
よ
う
に
、
最
高
の
裁
判
官
と
し
て
の
国
王
が
、
ア
イ
ケ
・
フ
ォ
ン
・
レ
プ
ヒ
ォ
ウ
に
と
っ

て
、
ラ
ン
ト
法
と
レ

l
ン
法
に
共
通
す
る
接
点
(
回
目
ロ
岡
田
宮
口
安
)
な
の
で
あ
る
」
(
出
・
ど
)
と
い
う
結
論
に
透
し
て
い
る
。
例
に
よ
っ
て
き
わ
め

て
明
快
な
論
文
で
あ
り
、
得
る
と
こ
ろ
少
な
く
な
い
が
、
こ
の
結
論
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
問
題
の
出
発
点
に
す
ぎ
ず
、
(
さ
ら
に
)
問
わ
れ
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
は
そ
の
「
共
通
の
接
点
」
の
あ
り
方
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
率
直
に
言
っ
て
(
ス
タ
ー
ト
ム
口
に
立
っ
た
と
こ
ろ
で
終
っ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
)
物
足
り
な
き
が
残
る
。
な
お
、
こ
の
論
文
の
中
で
ク
レ
ツ
シ
ェ
ル
氏
は
、
同
書
に
お
け
る

-
2
8
n
Z
の
用
語
法
を
分
析
す
る
た

め
に
、
(
ま
だ
独
訳
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
に
満
足
な
独
語
レ
ジ
ュ
メ
さ
え
付
さ
れ
て
い
な
い
)
拙
論

(
H
「
ラ
ン
ト
法
と
レ
l
ン
法
」
)
を
、
コ
ル
デ
ス

(〉
F
B
n宮
内
。
岡
田
回
)
氏
の
助
力
を
得
て
援
用
し
て
い
る
(
印
・
戸
少
〉
ロ
B-MC)
。
ク
レ
ツ
シ
ェ
ル
氏
の
学
界
に
お
け
る
地
位
を
考
え
る
と
、
わ
れ
わ

れ
が
(
ド
イ
ツ
の
事
象
に
つ
い
て
)
日
本
語
で
書
い
た
論
文
で
も
、
今
後
ド
イ
ツ
の
研
究
者
が
自
分
は
日
本
語
を
読
め
な
い
と
い
う
だ
け
の
理
由

で
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
(
少
な
く
と
も
、
そ
の
方
向
に
向
か
っ
て
の
第
一
歩
に
な
る
)
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
ク
レ
ツ

シ
ェ
ル
、
コ
ル
デ
ス
両
氏
の
労
に
心
か
ら
感
謝
し
た
い
。

(m)
た
と
え
ば
、
私
自
身
の
旧
稿
「
ド
イ
ツ
国
制
史
に
お
け
る
一

ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法と国制(3・完)

一
八
O
年
|
|
確
立
期
に
お
け
る
ド
イ
ツ
「
封
建
王
政
」
に
関
す
る
一
つ
の
覚
書

北法50(5・85)1199 



論 説

|
|
」
(
こ
・
(
二
)
、
「
国
家
学
会
雑
誌
」
七
O
の一

O
、
二
・
二
一
、
一
九
五
六
年
)
は
、
一
一
八
O
年
を
画
期
と
す
る
(
新
)
帝
国
諸
侯
身
分

の
成
立
に
つ
い
て
(
少
な
く
と
も
当
時
に
お
い
て
は
正
し
く
)
王
権
の
イ
ニ
シ
ャ
テ
ィ
ヴ
を
強
調
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
王
を
頂
点
と
す
る
裁
判
権

の
「
一
元
的
権
限
関
係
」
が
つ
く
り
出
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
(
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
の
用
語
法
に
よ
れ
ば
)
「
裁

判
権
レ

l
ン
」
つ
い
て
(
だ
け
)
言
え
る
こ
と
で
あ
り
、
「
特
別
な
レ

l
ン
」
で
あ
る
裁
判
権
レ
l
ン
(
の
み
)
を
も
っ
て
レ

l
ン
制
一
般
、
あ
る

い
は
、
(
旧
稿
は
や
や
慎
重
に
「
封
建
王
政
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
は
い
る
も
の
の
)
「
レ
l
ン
制
国
家
」
の
あ
り
方
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
、

と
い
う
こ
と
が
看
過
さ
れ
て
い
る
。
序
に
一
言
し
て
お
く
と
、
当
時
の
学
界
に
は
ま
だ
、
「
ラ
ン
ト
法
」
は
よ
う
や
く
(
ほ
ほ
)
一
一
世
紀
以
降

に
な
っ
て
か
ら
姿
を
見
せ
始
め
る
新
し
い
概
念
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
が
な
く
、
右
の
よ
う
な
議
論
も
、
さ
ら
に
遡
れ
ば
そ
も
そ
も
「
ラ
ン
ト

法
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
っ
き
り
把
握
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。

(
捌
)
た
と
え
ば
、
罰
Z
F
∞
E
E円明白
E
R
8
2ロ
加
は
、
「
官
職
法
(
具
体
的
に
は
、
〉
S
Z
B
B
B
E
E
E
(
H
諸
侯
(
の
地
位
)
を
官
職
原
理
に
よ
っ
て
支
配
す
る

権
利
)
と
国
王
罰
令
権
)
を
も
っ
国
王
、
レ
ー
ン
法
(
具
体
的
に
は
戸
伺
言
明
怠
a
B
E
E
S
(
H
諸
侯
領
(
諸
侯
権
)
を
レ
i
ン
と
し
て
支
配
す
る
権
利
)
、

旗
レ

l
ン
、
封
建
化
さ
れ
た
軍
隊
(
編
成
)
権
)
を
も
っ
諸
侯
や
主
君
(
な
い
し
領
主
)
、
ラ
ン
ト
法
(
具
体
的
に
は
、
ゴ

l
グ
ラ
l
フ
選
挙
、
抵

抗
権
、
部
族
法
)
を
も
っ
人
民
(
〈
。
界
)
)
、
(
以
上
の
三
者
)
が
三
重
の
対
立
を
生
み
出
す
」
(
印
・
区
】
)
と
い
う
概
括
的
叙
述
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
い
て
国
王
が
も
っ
地
位
・
権
限
を
(
基
本
的
に
は
)
「
官
職
法
」
の
概
念
で
捉
え
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の

は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
|
|
前
註
(
則
)
で
触
れ
た
ド
レ
l
ゲ
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
|
|
「
ラ
ン
ト
法
」
の
概
念
が
(
怒
意
的
に
)
「
人
民

(
の
も
つ
)
法
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
フ
ェ
ー
ル
が
(
次
に
論
ず
る
ク
ラ
ウ
ゼ
と
は
異
な
り
)
「
国
王
罰
令
権
」
の
問
題
を
も
立
ち
入
っ

て
検
討
し
て
い
る
(
印
-
M
S
S
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
王
の
も
つ
地
位
・
権
限
(
全
体
)
を
「
官
職
法
」
と
し
て
捉
え
て
し
ま
っ
た
の
は
、
ザ
ク

セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
「
ラ
ン
ト
法
」
概
念
を
正
し
く
理
解
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
穴
同
〉
己
∞
F
F
a
F
向
者
自
伺
(
臼
・
唱
ど
で
は
、
(
い
わ
ゆ
る
「
授
封
強
制
」
が
レ
l
ン
法
の
原
則
に
も
と
づ
く
と
す
る
ミ
ツ
タ
イ
ス
や
ゲ
ツ

ツ
の
説
を
批
判
し
て
て
「
ア
イ
ケ
に
と
っ
て
:
:
:
(
裁
判
権
の
一
年
以
上
に
及
ぶ
)
留
保
禁
止
は
、
レ
ー
ン
法
の
原
則
で
は
な
く
、
ラ
ン
ト
法
の
そ

れ
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
(
他
の
)
す
べ
て
の
レ

l
ン
に
つ
い
て
(
も
)
見
ら
れ
る
レ

l
ン
法
的
諸
関
係
は
、
(
裁
判
権
レ
l
ン
に
つ
い
て
は
)
、

明
ら
か
に
レ

l
ン
目
的
物

(
H
裁
判
権
)
の
ラ
ン
ト
法
的
性
格
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
変
更
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
、
と
さ
れ
る
。
私
見
に
よ
れ

ば
、
ク
ラ
ウ
ゼ
説
は
こ
こ
ま
で
は
(
完
全
に
)
正
し
い
。
し
か
し
、
彼
は
ひ
き
つ
づ
き
、
で
」
こ
で
「
ラ
ン
ト
法
的
」
と
い
う
の
は
何
の
こ
と
か
。

ア
イ
ケ
に
と
っ
て
国
王
は
最
高
の
裁
判
官
で
あ
る
。
国
王
は
(
し
か
し
て
裁
判
権
を
自
ら
す
べ
て
の
場
所
で
行
使
で
き
な
い
の
で
、
そ
れ
を
レ
l
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ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法と国制 (3.完)

ン
と
し
て
順
次
(
他
の
者
に
)
委
ね
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ

(
H
裁
判
権
)
は
、
(
も
と
も
と
)
君
主
の
(
諸
)
機
能
(
の
一
つ
)
、
国
王
の
裁
判
権

で
あ
り
、
つ
ま
り
(
一
種
の
)
官
職
(
開
5
〉

E)
で
あ
る
」
と
し
て
、
裁
判
権
レ
l
ン
の
「
官
職
的
性
格
」
を
強
調
し
て
い
る
。
(
な
お
、
こ
の
最

後
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
川
)
で
述
べ
た
こ
と
を
も
参
照
さ
れ
た
い
)

0

こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
裁
判
権
レ
l
ン
が
国
王
の
裁
判
権
に
由
来
す
る
、

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
説
は
正
し
い
。
し
か
し
、
裁
判
権
レ
l
ン
を
「
官
職
」
と
言
い
切
れ
る
か
、
と
い
う
点
に
は
大
い
に
疑
問

が
あ
る
。
そ
の
点
で
、
ク
ラ
ウ
ゼ
が
|
|
前
述
の
フ
ェ
ー
ル
と
は
異
な
り

l
!
「
国
王
罰
令
権
」
の
問
題
を
無
視
(
と
ま
で
言
え
な
く
て
も
、
少

な
く
と
も
軽
視
)
し
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
と
い
う
の
は
、
本
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
裁
判
権
レ
l
ン
の
受
封
者
に

は
「
臣
従
礼
な
し
に
」
国
王
罰
令
権
と
い
う
補
強
手
段
が
国
王
か
ら
直
接
に
授
与
さ
れ
る
、
と
い
う
事
実
と
比
較
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
裁
判

権
レ
l
ン
が
国
王
罰
令
権
ほ
ど
(
純
粋
な
)
「
官
職
的
性
格
」
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
は
判
っ
た
は
ず
だ
、
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
(
さ

ら
に
)
、
国
王
罰
令
権
を
も
た
な
い
者
は
ア
イ
ゲ
ン
の
帰
属
と
参
審
自
由
人
の
犯
罪
を
裁
き
え
な
い
こ
と
、
し
か
も
、
ア
イ
ケ
自
身
に
よ
っ
て
そ

の
「
ア
イ
ゲ
ン
」
(
の
帰
属
)
と
「
参
審
自
由
人
の
生
命
」
に
関
す
る
裁
判
権
を
軸
に
し
て
「
ラ
ン
ト
法
」
(
上
の
裁
判
権
)
が
「
定
義
」
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
は
総
じ
て
ま
だ
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
の
「
ラ
ン
ト
法
」
概
念
を
そ
の
テ
キ
ス
ト
に

則
し
て
内
在
的
に
捉
え
る
と
こ
ろ
ま
で
は
行
っ
て
い
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
こ
こ
で
も
「
ラ
ン
ト
法
」
の
概
念
そ
の
も
の
が
蹟
き
の
石
に
な
っ
て

い
る
こ
と
、
が
判
る
か
ら
で
あ
る
。

(
却
)
具
体
的
に
言
え
ば
、
「
諸
侯
」
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
他
の
「
授
封
さ
れ
た
裁
判
官
」
も
、
一
般
の
家
臣
と
同
じ
よ
う
に
‘
裁
判
権
レ
l
ン
に
つ
い

て
「
相
続
」
権
と
授
封
更
新
請
求
権
そ
の
も
の
は
(
完
全
な
形
で
)
も
っ
て
い
る
か
ら
、
国
王
が
交
替
し
て
も
そ
の
地
位
は
(
事
実
上
)
安
泰
で
あ

り
、
ま
た
、
自
分
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
(
封
相
続
人
を
も
っ
限
り
)
そ
の
地
位
を
(
事
実
上
)
「
相
続
」
さ
せ
る
H

世
襲
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
諸
侯
の
負
う
レ

l
ン
法
上
の
参
廷
義
務
は
、
前
註
(
印
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
ラ
ン
ト
法
上
の
そ
れ
と
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る

が
、
諸
侯
は
「
授
封
さ
れ
た
裁
判
官
」

(
H
主
に
グ
ラ
l
フ
)
を
自
分
の
家
臣
と
し
て
そ
の
レ
l
ン
法
廷
に
召
喚
し
て
問
責
す
る
こ
と
も
で
き
る
は

ず
だ
し
、
さ
ら
に
「
軍
役
義
務
」
に
関
し
て
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
(
グ
ラ
l
フ
を
も
含
む
)
自
分
の
家
臣
の
召
集
権
・
指
揮
権
を
も
も
ち
う
る
は

ず
で
あ
る
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
テ
キ
ス
ト
に
忠
実
で
あ
る
限
り
、
た
と
え
ば
こ
の
よ
う
な
権
利
(
・
義
務
)
を
、
も
っ
ぱ
ら
裁
判
権
レ
ー

ン
の
「
官
職
的
性
格
」
(
だ
け
)
か
ら
説
明
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
は
ず
で
あ
る
。

(
出
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
川
)
、
お
よ
び
、
前
註
(
問
)
に
対
応
す
る
本
文
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(m)
前
註
(
凶
)
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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説

(m)
前
註
(
貯
)
お
よ
び
(
川
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
却
)
前
註

(
7
)
、
お
よ
び
、
(
特
に
)
(
捌
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
捌
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
「
法
の
記
録
と
法
の
現
実
」
、
『
ゲ
ル
マ
ン
法
』
所
収
、
二
ハ
一

1
一
六
二
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。
そ

れ
に
若
干
の
補
足
を
施
し
な
が
ら
、
こ
の
論
争
の
経
過
を
振
り
か
え
る
と
、
大
要
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
最
初
に
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ

ス」
H

「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
・
ラ
テ
ン
語
原
本
」
説
を
唱
え
た
の
は
、
(
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
関
す
る
史
上
最
大
の
権
威
と
も
言
、
つ
べ
き
)

ホ
l
マ
イ
ヤ
l
(
が
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ウ
ス
」
の
テ
キ
ス
ト
を
刊
行
し
た
一
八
四
四
年
の
こ
と
)
で
あ
る
。
し
か
し
、
特
に
こ
O
世
紀
に
入
る

と
こ
の
ホ
l
マ
イ
ヤ
l
説
に
は
次
々
と
批
判
が
浴
び
せ
ら
れ
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
も
始
め
は
「
ラ
テ
ン
語
原
本
」
説
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
エ
ツ
ク
ハ
ル
ト
自
身
が
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
の
新
し
い
刊
本
を
出
し
た
と
き
(
日
一
九
六
四
年
)
、
彼
は
「
ラ
テ
ン
語
原

本
」
説
に
対
す
る
そ
れ
ま
で
の
批
判
を
突
っ
こ
ん
で
吟
味
し
、
さ
ら
に
自
ら
新
し
い
論
拠
を
も
加
え
た
上
で
、
一
転
、
「
ラ
テ
ン
語
原
本
」
説
に

与
す
る
に
い
た
っ
た
。
こ
の
エ
ツ
ク
ハ
ル
ト
の
(
新
し
い
)
「
ラ
テ
ン
語
原
本
」
説
に
つ
い
て
、
学
界
は
し
ば
ら
く
の
聞
い
か
な
る
反
応
を
も
示

さ
な
か
っ
た
が
、
一
九
七
六
年
、
「
併
せ
て
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
成
立
(
史
)
へ
の
一
寄
与
」
と
い
う
副
題
を
も
っ
ク
ラ
ウ
ゼ
論
文
(
「
主
要

文
献
略
語
表
」
を
参
照
)
が
発
表
さ
れ
、
一
九
七
七
年
に
は
、
(
そ
れ
と
は
独
立
に
、
ほ
ほ
並
行
し
て
4

脅
か
れ
た
)
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
の
前
掲
論
文
が
公

に
さ
れ
た
(
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
は
す
で
に
そ
の
中
で
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

i
ト
ゥ
ス
が
彼

(
H
ア
イ
ケ
)
の
書
い
た
ラ
テ
ン
語
版
の
原
・
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
一
片
で
あ
る
こ
と
は
も
は
や
ほ
と
ん
ど
疑
い
え
な
い
」
(
同
上
、
一
六
七
頁
)
、
と
述
べ
て
い
る
)

0

な
お
、
六
人
(
ベ

l
メ
ン
国
王
を
含
め
る
と

七
人
)
の
「
選
定
侯
」
に
関
す
る
記
述
(
ラ
ン
ト
法
三
・
五
七
・
二
、
お
よ
び
、
レ
l
ン
法
四
・
一
一
の
一
部
)
を
(
一
二
七
三
年
(
こ
ろ
)
の

宮
お
『
吉
区
5
で
あ
る
と
す
る
ヴ
オ
ル
フ
の
新
説
(
「
主
要
文
献
略
語
表
」
を
参
照
)
も
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」

H

「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l

ゲ
ル
・
ラ
テ
ン
語
原
本
」
説
を
前
提
に
し
て
い
る
。

因
み
に
、
関
列
島
問
自

F
-
Z
Z
B
n
z
Z
〈

q
p
g口
昌
・
∞
-
M
H
(
和
田
訳
、
一
二
一
一
頁
)
で
は
、
こ
の
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」

H

「
ラ
テ

ン
語
原
本
」
説
に
対
し
て
私
が
「
疑
問
」
を
抱
い
て
い
る
こ
と
に
触
れ
(
彼
も
同
感
の
意
を
表
し
)
て
い
る
が
、
そ
れ
は
大
要
次
の
よ
う
な
疑
問

で
あ
る
。
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
|
ピ

l
ゲ
ル
・
「
レ

i
ン
法
」
で
お
O
)
君
四
日
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
を
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

i
ト
ゥ
ス
の
対
応

条
項
と
(
も
ち
ろ
ん
対
応
条
項
の
あ
る
場
合
に
限
っ
て
)
照
合
し
て
み
る
と
、
後
者
で
は
吉
田
M
m
z
s
と
さ

E
口
内
出
血
す
。
R
g
c
m
)
の
二
つ
の
詰
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。
(
こ
れ
は
も
と
も
と
ク
レ
ッ
シ
ェ
ル
氏
か
ら
翻
訳
の
経
験
者
で
あ
る
私
に
質
問
さ
れ
、
そ
れ
に
答
え
た
こ
と
が
き
っ
か
け
に
な
っ
た
疑
問
で

あ
る
が
て
一
般
に
、
あ
る
専
門
的
文
献
を
翻
訳
す
る
場
合
、
原
本
の
一
つ
の
術
語
を
二
つ
に
訳
し
分
け
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
(
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ」

吉ι
ロ岡
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ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法と同制(3・光)

と
「
保
障
」

(
H
「
追
奪
担
保
」
)
の
両
概
念
は
き
わ
め
て
深
く
か
か
わ
り
合
っ
て
い
る
と
は
い
え
)
、
原
本
で
二
つ
の
術
語
に
分
け
ら
れ
て
い
た
も
の
を

一
つ
の
訳
語
に
ま
と
め
よ
う
と
は
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
が
ラ
テ
ン
語
原
本
と
は
考
え

難
く
、
そ
れ
は
や
は
り
、
サ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
・
「
レ

l
ン
法
」
を
ラ
テ
ン
語
に
訳
し
戻
し
た
も
の
で
は
な
い
の
か
。
|
|
以
上
が
、
私
の

「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
H

「
ラ
テ
ン
語
原
本
」
説
に
対
す
る
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
た
び
本
稿
を
準
備
す
る
過
程
で
、
ザ
ク
セ

ン
シ
ユ
ピ
!
ゲ
ル
・
「
レ

l
ン
法
」
と
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
の
対
応
条
項
を
(
一
部
)
照
合
し
た
結
果
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
事
例

も
あ
る
こ
と
が
判
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
(
対
応
条
項
な
い
し
対
応
箇
所
が
あ
る
場
合
)
、
前
者
の
内
庁
間
『
野
虫
色

g
Z
は
後
者
で
は
弓
笠
間

(
Z
m
g
c

田
町

2
Eヨ
(
国
王
に
対
す
る
(
適
法
ま
た
は
正
規
の
)
勤
務
)
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
前
者
の

ι目
的
口
問
円
四
開
明
三
は
後
者
で
は
仲
間
出
向
v

呂田
-zσgn'

m
g
z
g
(皇
帝
(
な
い
し
ラ
イ
ヒ
)
の
レ
l
ン
)
、
た
だ
し
一
箇
所
は

E
宮
口
弘
g
g
E
(皇
帝
な
い
し
ラ
イ
ヒ
の
所
領
・
財
産
)
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

事
例
を
見
る
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ
!
ト
ゥ
ス
」

H

「
ラ
テ
ン
語
原
本
」
説
を
頭
か
ら
否
定
す
る
わ
け
に
い
か
ず
、
む
し
ろ
、

ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
・
「
レ

l
ン
法
L

で
は
(
あ
る
い
は
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
)
ド
イ
ツ
語
の
特
性
を
活
か
し
な
が
ら
意
図
的
に
(
ラ
テ
ン
語
原

本
で
は
不
鮮
明
だ
っ
た
)
「
ラ
イ
ヒ
」
像
を
鮮
明
に
打
ち
出
そ
う
と
し
た
、
と
考
え
る
方
が
自
然
の
よ
う
に
も
思
え
て
く
る
。
い
ず
れ
、
宮
間
8
2
0

と
苦
情
同
邑
広
の
問
題
に
つ
い
て
も
何
か
そ
う
し
た
契
機
が
認
め
ら
れ
る
か
を
も
含
め
て
、
両
者
に
お
け
る
キ

l
・
ワ

i
ド
の
比
較
検
討
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
思
っ
て
い
る
。

ま
た
、
す
ぐ
に
後
述
す
る
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
(
・
テ
キ
ス
ト
)
成
立
史
に
関
す
る
「
レ

l
ン
法
」
先
行
説
も
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l

ト
ゥ
ス
」

H
「
ラ
テ
ン
語
原
本
」
説
と
ほ
ぼ
並
行
し
た
推
移
を
辿
っ
て
い
る
が
、
私
自
身
は
、
今
述
べ
た
疑
問
も
あ
っ
て
、
つ
い
最
近
ま
で
後
者

に
は
懐
疑
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
前
者

(
H
「レ
i
ン
法
」
先
行
説
)
に
つ
い
て
は
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ
!
ゲ
ル
に
お
け
る
キ
l
・
ワ
1
ド
の
用

語
法
の
検
討
の
過
程
で
す
で
に
数
年
来
い
わ
ば
自
ず
か
ら
そ
う
し
た
「
仮
説
」
に
傾
斜
し
て
お
り
、
前
者
を
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
形
で
後
者

に
よ
っ
て
補
強
す
れ
ば
、
前
者
は
(
あ
る
い
は
、
両
者
と
も
)
よ
り
説
得
的
に
な
る
と
は
じ
め
て
思
い
い
た
っ
た
の
は
、
本
稿
(
厳
密
に
は
、
前
稿
)

執
筆
の
過
程
に
お
い
て
で
あ
る
。

(
却
)
こ
の
条
項
に
は
〈
2
開

g
n
Z
8
と
い
う
表
現
が
現
れ
る
。
こ
の
間
g
n
z
g
の
語
は
、
従
来
、
(
私
自
身
も
含
め
て
)
「
ラ
ン
ト
法
廷
」
・
「
レ

l
ン
法

廷
」
の
双
方
を
指
す
と
解
さ
れ
て
き
た
が
、
私
は
、
そ
れ
が
も
っ
ぱ
ら
「
ラ
ン
ト
法
廷
」
(
の
み
)
を
指
す
こ
と
を
、
「
裁
判
(
権
)
」
、
二
五
1
二

七
頁
で
詳
論
し
て
お
い
た
。
本
文
で
述
べ
た
(
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
に
対
応
条
項
が
な
い
と
い
う
)
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
結
論
に
つ
い
て
、

(
右
論
文
で
は
数
え
て
い
な
い
)
有
力
な
論
拠
を
も
う
一
つ
加
え
う
る
こ
と
に
な
る
。
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説

(m)
そ
こ
で
は
、
前
註
(
抑
)
に
訳
出
し
た
よ
う
に
、
な
ユ
S
S
(
裁
判
権
裁
判
管
区
)
が
「
村
」
や
「
葡
萄
園
」
な
ど
と
同
列
に
並
べ
ら
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
条
項
の
個
目
立
n
F
R
が
前
章
の
最
後
(
二
・
(
六
)
・
(

8

)

)

で
述
べ
た
「
パ
ウ
ア
l
マ
イ
ス
タ
l
職
・
レ

l
ン
」
を
指
す

(
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
含
む
)
可
能
性
が
な
い
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
「
レ
l
ン
法
」
の
部
に
は
、
「
国
王
か
ら
下
っ
て

き
た
間
g
n
z
g」
(
H
ラ
ン
ト
法
上
の
流
血
裁
判
権
)
が
「
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
職
」
を
除
い
て
「
第
四
の
手
」
に
渡
つ
て
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
条
項

(
七
一
-
一
己
が
あ
り
、
こ
の
条
項
に
は
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
に
も
対
応
条
項
(
ロ
ミ
咽
口
器
)
が
あ
る
が
、
こ
の
条
項
は
、
(
同
書
の
)

巻
末
近
く
に
位
置
し
て
い
る
か
ら
、
後
述
す
る
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
(
・
テ
キ
ス
ト
)
成
立
史
を
先
取
り
し
て
=
=
ヲ
ん
ば
、
ア
イ
ケ
が
ラ
テ
ン

語
版
原
本
を
「
レ

l
ン
法
」
↓
「
ラ
ン
ト
法
」
の
順
に
書
い
た
あ
と
で
、
「
ラ
ン
ト
法
」
で
書
い
た
こ
と
を
ま
と
め
て
補
っ
た
箇
所
に
属
す
る
可

能
性
が
大
き
い
。
な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
問
)
で
述
べ
た
こ
と
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
却
)
前
註
(
捌
)
の
後
段
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
捌
)
な
お
、
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
の
異
本
で
は
、
こ
の
箇
所
は

g
a
z
o
-号
2

0虫
色
。
田
口
。
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、

a
m
a
z
B
の
語

が
何
を
意
味
す
る
か
は
定
か
で
は
な
い
(
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
の

2
2自
で
は
(
別
な
条
項
に
出
て
く
る
。
B
n
E
B
の
語
だ
け
を
挙
げ
て
)
〉
皇
と
い
う
訳
を

つ
け
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
そ
れ
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
)
。
し
か
し
、
同
・
明
-
Z呂
田
玄
間
百
回
岨
富
田
色
S
O
S
E
E
S
E回
目

白

色

8
ロ

B
5
5
に
よ
れ
ば
、
こ
の
語

に
は
、
「
(
あ
る
役
人
に
よ
っ
て
)
支
配
さ
れ
る
領
域
」
、
「
(
荘
闘
の
役
人
に
よ
っ
て
)
管
理
さ
れ
る
(
荘
園
)
所
領
全
体
」
な
ど
の
意
味
も
あ
る
、
と

い
う
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
そ
れ
を
「
主
君
の
(
支
配
す
る
)
所
領
」
(
で
あ
れ
ば
ど
こ
で
も
)
と
解
す
る
こ
と
に
す
れ
ば
、
「
ラ
イ
ヒ
」
と
の
つ
な
が

り
は
ま
す
ま
す
稀
薄
に
な
る
だ
ろ
う
。

(
出
)
し
た
が
っ
て
、
後
述
す
る
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
(
・
テ
キ
ス
ト
)
成
立
史
に
つ
い
て
の
仮
説
を
先
取
り
す
れ
ば
、
レ
ー
ン
法
六
九
・
八
は
、

前
註

(m)
で
述
べ
た
レ

i
ン
法
七
一
・
二
よ
り
も
、
さ
ら
に
新
し
い
層
に
属
す
る
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
に
な
る
。

(
捌
)
「
皇
帝
」
の
語
に
つ
い
て
は
、
前
述
二
・
(
三
)
・
(
特
に
)
(
6
)
を
、
ま
た
、
「
参
審
自
由
人
」
・
「
自
由
(
人
こ
の
語
に
つ
い
て
は
、
一
・
合
乙
、

お
よ
び
、
前
註
(
日
)
(
の
前
段
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
却
)
こ
の
よ
う
に
想
定
す
る
と
、
す
ぐ
に
問
題
に
な
る
の
は
、
「
ゲ
ル
リ
ッ
ツ
法
書
」
(
。
cユ
F
N
R
m
m
n
z
z
z
n
v
)
と
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
の
関

係
で
あ
る
。
こ
の
ゲ
ル
リ
ッ
ツ
法
書
は
、
「
レ

i
ン
法
」
↓
「
ラ
ン
ト
法
」
の
順
で
、
し
か
し
両
法
が
一
体
の
形
で
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ラ
ン
ト

法
を
記
述
し
た
部
分
は
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
・
「
ラ
ン
ト
法
」
(
「
ド
イ
ツ
語
第
一
版
」
)
よ
り
も
は
る
か
に
圧
縮
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る

が
、
レ
ー
ン
法
に
関
す
る
部
分
は
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

I
ト
ゥ
ス
」
と
く
ら
べ
て
も
い
ち
だ
ん
と
コ
ン
パ
ク
ト
に
な
っ
て
お
り
、
ザ
ク
セ
ン

論

北法50(5・90)1204



ザクセンシュピーゲルにおけるレーン法と凶制(3・完)

シ
ユ
ピ

1
ゲ
ル
(
と
同
じ
こ
と
を
言
う
場
合
に
も
、
そ
れ
)
と
は
異
な
る
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
法
書
は
、
従
来
、
一
四
世
紀
前
半
に
、

(
ド
イ
ツ
語
版
・
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
を
ラ
テ
ン
語
に
訳
し
戻
し
た
)
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
を
底
本
に
し
て
そ
れ
か
ら
の
抜
粋
を

(
ド
イ
ツ
語
版
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
と
は
別
に
)
ド
イ
ツ
語
に
訳
し
直
し
た
も
の
、
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l

ト
ゥ
ス
」

H

「
ラ
テ
ン
語
原
本
」
説
を
前
提
に
す
れ
ば
、
ゲ
ル
リ
ッ
ツ
法
書
が
底
本
に
し
た
の
は
当
時
ま
だ
残
さ
れ
て
い
た
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l

ゲ
ル
・
ラ
テ
ン
語
原
本
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
(
ド
イ
ツ
語
版
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
と
は
独
立
に
)
ド
イ
ツ
語
に
訳
し
た
も
の
、
と
考
え
る
方
が

も
っ
と
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
こ
の
推
定
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
「
ゲ
ル
リ
ッ
ツ
法
書
」
に
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・

ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
の
原
形
(
に
近
い
姿
)
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
同
書
を
基
準
に
し
て
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
・
「
ラ
ン
ト

法
」
に
つ
い
て
も
、
古
い
層
と
新
し
い
層
を
選
別
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
け
な
く
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
(
お
よ
び
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ

ピ
l
ゲ
ル
・
「
レ
l
ン
法
」
)
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
項
(
な
い
し
法
文
)
の
新
旧
ま
で
も
っ
と
精
密
に
測
定
で
き
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ

る
。
し
か
し
、
本
稿
の
執
筆
に
当
た
っ
て
は
、
と
う
て
い
同
法
書
の
検
討
ま
で
は
手
が
廻
ら
な
か
っ
た
。
(
近
い
)
将
来
の
課
題
と
し
た
い
。

(
邸
)
前
註
(
捌
)
の
後
段
に
略
述
し
た
私
自
身
の
(
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
)
研
究
関
心
な
い
し
問
題
意
識
の
成
熟
過
程
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
抑
)
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
石
川
「
円
R
E
o丘
、
二
二
O
六
頁
で
も
、
犯
罪
に
対
す
る
制
裁
に
関
す
る
ラ
ン
ト
法
の
建
前
と
現
実
と
の
ギ
ヤ
ツ

プ
を
示
す
事
例
と
し
て
引
用
し
て
あ
る
。

(
淵
)
た
だ
し
、
こ
の
条
項
に
は
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

i
ト
ゥ
ス
に
対
応
条
項
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
よ
う
な
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
(
・

テ
キ
ス
ト
)
成
立
史
に
関
す
る
仮
説
を
前
提
に
す
れ
ば
、
こ
の
条
項
は
「
レ

i
ン
法
」
の
最
も
古
い
テ
キ
ス
ト
に
は
な
く
、
後
か
ら
(
そ
れ
も
お

そ
ら
く
「
ド
イ
ツ
語
第
一
版
」
成
立
の
時
点
で
)
補
足
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
す
ぐ
に
浮
か
ん
で
く
る
の
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う

に
現
実
に
近
く
、
ラ
ン
ト
法
の
(
そ
れ
も
流
血
裁
判
権
に
関
す
る
)
「
建
前
」
と
矛
盾
す
る
条
項
が
後
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
付
け
加
え
ら
れ
た
の
か
、
と

い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
の
疑
問
に
つ
い
て
、
私
は
今
の
と
こ
ろ
次
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
こ
の
条
項
の
中
で
現
実
を
反
映
し
て
い
る
の
は
、

特
に
故
殺
を
犯
し
た
者
が
(
そ
れ
を
償
う
た
め
)
同
輩
の
家
臣
に
な
る
こ
と
(
お
そ
ら
く
そ
れ
だ
け
)
で
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
は
当
時
か
な
り
頻

繁
に
起
き
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
一
・
(
二
)
で
前
述
し
た
よ
う
な
、
「
自
分
と
同
じ
シ
ル
ト
を
も
っ
者
の
家
臣
と
な
っ
て
自

分
の
シ
ル
ト
を
引
き
下
げ
て
も
、
ラ
ン
ト
法
上
の
「
法
」
や
「
出
生
身
分
」
に
は
障
ら
な
い
」
と
い
う
ラ
ン
ト
法
上
の
「
歯
止
め
」
を
か
け
て

も
、
「
自
分
と
同
じ
シ
ル
ト
を
も
っ
者
の
家
臣
に
な
る
と
自
分
の
シ
ル
ト
が
下
が
る
」
と
い
う
レ

l
ン
法
上
の
原
則
が
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
限
り
、

次
の
よ
う
な
問
題
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
(
父
と
ラ
ン
ト
法
上
同
等
出
生
身
分
の
)
息
は
亡
父
の
シ
ル
ト
を
継
承
す
る
(
レ
1

ン
法
二
0

・
一
-
-
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説

こ
の
条
項
に
は
〉
〈
に
対
応
条
項
が
な
い
)
こ
と
に
な
る
か
ら
、
あ
る
者
が
自
分
の
シ
ル
ト
を
引
き
下
げ
る
と
、
そ
の
封
相
続
人
は
(
も
と
も
と
亡

父
が
も
っ
て
い
た
の
よ
り
)
一
つ
下
の
シ
ル
ト
し
か
継
承
で
き
な
い
。
ま
た
、
主
君
が
死
亡
し
家
臣
が
上
級
主
君
に
授
封
更
新
を
請
求
す
る
場
合
、

家
臣
は
新
し
い
主
君
と
し
て
亡
君
と
同
じ
シ
ル
ト
を
も
っ
者
を
指
定
す
る
よ
う
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
(
レ
l
ン
法
二
五
・
一

1

1
こ
の
条
項

は
〉
〈
同
ヨ
と
対
応
し
て
い
る
)
か
ら
、
右
の
場
合
、
封
相
続
人
は
亡
父
の
家
臣
の
(
新
し
い
)
主
君
に
は
な
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
亡

父
が
裁
判
権
レ

l
ン
の
担
い
手
で
あ
っ
て
、
そ
の
封
相
続
人
が
ラ
ン
ト
法
上
の
「
歯
止
め
」
に
従
っ
て
裁
判
権
レ

l
ン
の
授
封
更
新
を
受
け
た

と
し
て
も
、
彼
は
亡
父
の
家
臣
を
ひ
き
つ
づ
き
家
臣
と
し
て
も
て
な
い
か
ら
、
裁
判
権
レ

1
ン
の
機
能
を
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
は
現
実
に

は
難
し
く
な
る
。
そ
こ
で
ア
イ
ケ
は
、
右
の
レ

l
ン
法
上
の
原
則
に
若
干
の
修
正
を
加
え
て
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
レ

l
ン
法
上
の
「
歯
止
め
」

を
も
つ
く
る
必
要
を
感
じ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
の
条
頃
に
「
こ
の
主
従
関
係
が
相
続
さ
れ
な
い
限
り
」
と
い
う
条

件
が
付
さ
れ
て
い
る
ゆ
え
ん
も
理
解
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
条
項
は
ラ
ン
ト
法
上
の
(
そ
れ
も
流
血
裁
判
権
に
関
す
る
)
原
則
と
は
矛
盾
し
か

ね
な
い
要
素
を
胎
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
ラ
ン
ト
法
上
の
原
則
は
、
以
上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
「
理
想
像
」
的
性
格
を
色
濃
く
も
ち
、

あ
る
意
味
で
は
「
建
前
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
現
実
の
中
で
は
、
レ
ー
ン
法
五
四
・
二
は
、
む
し
ろ
ラ
ン
ト
法
上
の
裁
判
権
の
系
列

を
安
定
的
に
機
能
さ
せ
る
た
め
に
も
一
定
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ア
イ
ケ
は
そ
れ
を
後
か
ら
補
足
し

た
の
で
は
な
い
か
。
本
註
で
述
べ
た
こ
と
は
、
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
(
・
テ
キ
ス
ト
)
成
立
史
に
つ
い
て
本
文
で
述
べ
た
仮
説
が
、
こ
れ
ま

で
難
解
と
さ
れ
て
き
た
同
書
の
条
項
を
解
釈
し
直
す
上
で
、
た
と
え
ば
、
ど
の
よ
う
な
形
で
新
し
い
視
点
を
拓
き
う
る
可
能
性
が
あ
る
か
を
示

す
一
つ
の
「
実
験
」
と
し
て
御
理
解
い
た
だ
き
た
い
。
な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ひ
き
つ
づ
き
本
誌
次
号
以
下
に
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
ー

ゲ
ル
に
お
け
る
へ

l
ル
シ
ル
ト
制
|
|
同
書
(
テ
キ
ス
ト
)
成
立
史
と
の
関
連
に
お
い
て
|
|
」
と
題
す
る
論
文
を
公
表
す
る
予
定
な
の
で
、

併
せ
て
御
参
照
た
ま
わ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

f手品
伺澗
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Lehnrecht und Verfassung im Sachsenspiegel 

Takeshi ISH1KA W A * 

ln diesem Aufsatz solI die Roll巴oderdie Stellung des Lehnrechts in der Verfむsung

im Sachsenspiegel untersucht werden， und zwar aufgrund der erschopfenden Uber-

prufung der Terminologie auf die Wるrterhin， die sich mit der Verfassung oder mit dem 

“Staat" b巴ziehen.

1. Das (gemein巴)Lehnrecht im Sachsenspiegel 

1. Landrecht und Gerichtslehen 

Unser Rechtsbuch umfast， wie bekannt， zwei Rechtsgebiete， namlich Landrecht und 

Lehnrecht. Nach einem“definitorischen" Artikel in dessen Lehnrecht (69 98) sei das 

Lehnrecl】tdas Recht (= Gerichtsbarkeit) uber Lehen， das Landrecht dagegen das Recht 

(= Gerichtsbarkeit) uber jedermanns Hals (od. Leben) und uber Eigen. 

Das Landrecht im Sinne der landrechtlichen Gerichtabarkeit sei， um in dieser Welt 

Gottes Zorn und sein Gericht ergehen zu lassen， von Gott dem Kaiser anvertraut 

worden. Deren Kern bildet also die Blutgerichtsbarkeit zum Richten alIer Verbr巴chen.

Der Kaiser verleiht sie aber weiter， weil er nicht jederzeit in allen Landern sein kann， 

den Fursten und (durch sie) den Grafen als Lehen (= Gerichtslehen). Die Richter 

brauchen jedoch， um alle Klagen einschlieslich deren auf das Eigen sowie wegen des 

V巴rbrech巴nseines Schるffenbarfreienrichten zu d品rfen，noch den Konigsbann unmit-

telbar vom Konig verliehen zu erhalten. 

Schるffenbarfi官ieerscheinen im Rechtsbuch als Hauptinhaber des Eigens， durchaus 

annehmbar w詰realso， das sie fruher zur Schicht der selbst如digen，kleineren He町'en

gehorten. Obwohl im Landrecht des Sachsenspiegels etwas Alter巴sod巴rsogar巴twas

Archchaisches nicht gering zu finden ist， will so etwas doch das (Land-)Recht im 

Sachsenspiegel. in sich eingliedern. Was dabei das Recht oder den “Staat" leitet， ist die 

* Professor (emeritus) an der Hokkaido Universitat 

E
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Idee des Friedens und die einzige Waffe， uber die das Recht oder der“Staat" damals 

verfugen konnte， ist das Friedensrecht als System der peinlichen Strafen und als (er-

weitertes) Handhaftverfahren. Deshalb stellt das System der landrechtlichen Gerichts-

barkeit als solches， so durfte man sagen， zugleich die Verfassung im Sachsenspiegel 

jedenfalls in ihren grundlegenden Umrissen dar. Darin liegt auch der tiefste Grund fur 

die unv巴rkennbareVorrangstellung des Landrechts im Verl泊ltniszum L巴hnrecht.l
)

Selbstvers伽 dlichkonnen wir jedoch die Verfassung in unserem Rechtsbuch， ohne 

auf das Lehnrecht einzugehen， nicht vollst詰ndigergreifen. 1st doch die Blutgerichts-

barkeit， wie gesagt，巴benals Gerichtslehen weiter verliehen. Das G巴richtslehengehort 

aber zu Sonderiehen im Gegensatz zum rechte len. So wollen wir mit dem (gemeinen) 

Lehnrecht anfangen， um daraufhin sp証terBesonderheit巴ndes Gerichtslehens genau zu 

begreifen. 

2. Lehnsf五higkeit(= Trager des Lehnrechts) 

Eingangs des Lehnrechts beschreibt unser Rechlsbuch eben die Heerschildordnung 

(Lnr. 1). Danach beginnt der herscilt (= Lehnsf五higkeitod. lenrechtliche Standeord-

nung) mit dem K，加ig(an der Spitze); er endet im siebten Schild， aber erst seitdem die 

Laienfursten， indem sie Vasallen der Bischofe geworden sind， den sechsten Schild zum 

siebten gebracht hab巴n.Daraufhin ist die Frage， wer den H巴巴rschildhat (== lehnsf五hig

ist)， i凶neine釘rn】巴ga剖tJve叩nFormul出li巴rung wi民etiお削01抱gtbea制組制n凶ltwor此t飽出et仁:

Kaufl巴ut旬e，und all巴， die kein recht haben und un巴h巴lichgeboren sind， und alle， die 

nicht von Ritters Art sind vom Vater und vom Grosvater her， die sollen kein lenrecht 

haben" (Lnr. 2 91). 

Dazu sei dreierlei zu bemerken: a) Wahrend Schoffenbarfreie in der Heerschi1cト

ordnung im Landrecht (1 3 ~2) als lnhaber des funften Schilds ausdfUcklich genannt 

sind，巴rscheinensie nichl nur in diesem Artikel， sondern auch im ganzen Buch des 

Lehnrechts uberhaupt nicht. b) Hier steht eine“berufsstandische" Auffassung im 

Vordergrund， dagegen ist ein "geburtsstandisches" Erfordemis， Freier zu sein， als 

Vorbedingung fur die Lehnsf五higkeitnicht vorgesehen (ubrigens erscheint das Wort I'ri 

1) Vgl. dazu zusammenfassend meinen， Die innere Struktur des mittelalterlichen Rechts. D描

Beispiel des Sachsenspiegels， in: Funktion und Form， hrsg. v. K. KROESCHELL / A. CORDES， 

1996 
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im ganzen Buch d巴sLehnrechts als Attribut eines Lehnsf五higenuberhaupt nicht). c) 

Diesem Artikel zufolge ist derjenige， der (Iantrechtlich) rechtlos ist， notwendigerweise 

lehnsunfahig. Dagegen ist im Landrecht ein folgender Artikel (III 65 *2) zu finden: 

“Wird ein Mann Mann (= Vasall) seines (Iehnrechtlichen) Standesgenoss巴n，so hat er 

(damit) weder s巴ine(n)Geburt(s-stand) noch sein lenrecht gesc凶digt，seinen He巴r-

schild hat er aber herabgesetzt“. Auch hier sehen wir also Vorrangstellung des Land-

rechts gegenuber dem Lehnrecht. 

3. Verpflichtigungen d巴sVasallen 

WiII ein Mann Vasall eines Herren werden， so mus er diesem hulde dun (= Lehnseid 

leisten) und schworen，“das er ihm also truwe unde also holt sei， wie es von Rechts 

wegen ein Mann (= Vasall) seinem Herren sein sollte， solange er sein Mann sein und 

S巴in(Lehns-)Gut haben wolle“(Lnr. 3). Damit ist klarzustellen， das ein Vasall seinem 

He町官nzu Treue (und zu Hulde) verpflichtet ist. 

Das Wort truwe kommt jedoch in unserem Texte nicht so haufig vor， daruber， welch 

eine Handlung des Vasallen gegen diese Pt1icht verstosen hat， ist also aus dem Texte 

kaum zu巴ntnehmen，ausgenommen folgende zwei F詰lle.a) Dieνluchtsale (= Fluchtsal) 

sei weder Got unde weder recht unde weder sinen truwen (Lnr. 58 g2). b) Wenn巴in

Herr oder ein VsaIl noch vor der Aufkundigung (der Vasallit証t)Streitkrafte gegen den 

Anderen gesammelt hat， so dut he weder sine truwe (Lnr. 76 96). 1m ubrigen ist aus 

dem letzteren Beispiel zu entnehmen， das diese Pflicht gegenseitig ist und auch ein 

Herr (der Lehnseid nur empfang巴nhat) dazu verpflichtet ist 

Was konkrete Verpflichtigungen des Vasallen angeht， so stehen zwei Dienste im 

Vordergrund. 

a) Militardi巴nst.Auch nach unserem Rechtsbuch soll ein Vasall seinem Herren 

(wahrscheinlich jぬrlich)sechs Wochen lang auf eigene Kosten Militardienst leisten 

(Lnr. 4 91). Dazu ist aber dreierlei zu bemerken. i) Die Artikel， die sich mit diesem 

Dienst besch品ftigen，sind (im Vergleich zu denen uber den folgenden Gerichtsdienst) 

merklich wenig. ii) Ein Herr soIl sein巴mVasallen diesen Dienst sechs Wochen vor der 

Abfahrt mit ordelen gebieten (ebd.)， d. h. der Milit語rdienstist vor Lehng巴richtdes 
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Herren nach dessen Verfahren geboten. iii) Dieser Dienst ist ein paarmal auch als 

her(e)van bezeichnet， meistens aber aJs des rikes denesl. Ferner besagt ein Artikel wie 

folgt:“Kein Herr darf seinem Manne (= VasalIen) des rikes denest gebieten， er (= der 

Reichsdienst) sei ihm (= dem Herren) denn mit ordelelen (vor Lehngericht des ob巴ren

Herren) geboten“(Lnr. 46 93).2) In unserem Rechtsbuch ist namlich die Auffassung， 

das jeder Militardienst dem Reich geleistet werden solle， jedenfalls als Prinzip durch-

gesetzt. 

b) Gerichtsdienst. Jeder Vasall soll nicht nur， falls er von seinem Herren (als 

BekJagter 00. BeschuJdigter) vorgeladen wird， sichν'Or Lehngericht des Herren sleJJen， 

sondem auch jedes Lehngericht seines Herren aufsuchen， um diesem als Urteilsfinder 

oder als Zeuge usw. Hilfe zu leisten. Auch dazu sei dreierlei zu bem巴rken.i) 1m 

Sachsenspiegel sind diese Pflicht und das damit zusammenh誌ngend巴 l巴hnr巴chtliche

Gerichtsverfahren der Natur des Rechtsbuchs gem泌 alseine Hauptth巴matikeingehend 

beschrieben. ii) Diese Pflicht ist ein paarmal auch als hofvart bezeichnet. So konnte sie 

zu den Diensten im Hof des Herren gehoren. Daruber ist aber in unserem Rechtsbuch 

kaum darzustellen. Vielmehr finden wir einen folgenden Artikel (Lnr. 72 * 1):“Wo 

auch immer der Konig offentlich (Lehn-)Gericht halt， da ist hof‘ iii) Auch im 

Lehngericht sitzt der Herr nur vor， Urteil finden (= vorschlagen) und dem zustimmen 

dagegen ausschlieslich seine Vasallen. D. h.: der Herr kann nur ein von ihnen vor-

geschlagenes und von ihnen zugestimmtes Urteil f:illen. Hier geht der Gerichtsdienst 

also in die Sph詰reder Vasallenrecht巴uber.

4. Berechtigungen des Vasallen 

Nunmehr wollen wir zunachst Rechte des Vasallen an seinem rechte len behandeln， 

soweit sie im Vergleich zu denen an Sonderl巴henin Frag巴kommen.

a) Der Vasall kann das von seinem Herren verli巴heneLehnsgut seinen eigenen 

Vasallen weiter verleihen (Afterbelehnungsrecht).3) b) 1m Sterb巴fallkann er es auf 

S巴inenLehnserben (= Sohn) vererben (dabei g巴htdas Gut zwar ohne weiteres zusam-

men mit der Gewere (= Besitzrecht) in die Hand seines Lehnserben uber. Doch mus 

der Lehnserbe binnen Jahr und Tag dem Herren Mannschaft leisten und das Gut aufs 

2) So lese ich den Artikel anders als es ublich ist. 

3) Das Gut kann er auch als Zinsgut ausleihen. Darauf sei hier jedoch nicht eingegangen 
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neue von diesem zu Lehen erhalten) (= Erbrecht). c) Beim Herrenwechsel kann der 

Vasall vom neuen (oder oberen) Herren die Ern巴uerungder Belehnung mit seinem 

Lehnsgut verlangen. 1m ubrigen darf kein Herr im Fall b) und c) die vom Vasallen 

angebotene Mannschaft zu巴mpfangenverweigern， es geb巴 denneinen besonderen 

Grund dafur (wie das der Vasall lehnsunf五higist， in der Reichsacht ist， in demselben 

G巴richtsb巴zirkverfestet ist， oder， von demselben Herren wegen eines Verbrechens vor 

G巴richt(zu Landrecht) geklagt worden ist -Lnr. 23 ~ 1). 

Diese Rechte des Vasallen an seinem Lehnsgut werden uberdies durch folgende 

Verfahrensregeln sorgfaltig geschutzt. a) Auch im Lehnrecht ist ein folgender Artikel 

zu finden (Lnr. 38 ~4， vgl. dazu Ldr. II 70):“Man darf niemanden aus seiner Gewer巴

W巴isen，sie s巴iihm denn mit rechte (= durch das Gerichtsverfahren) abgewonnen". $0 

darf auch kein Herr seinen Vasallen aus seinem Lehnsgut ausweisen ohne (von dessen 

Mitvasallen zugestimmtes) Urteil des Lehngerichts. b) Falls ein Vasall， der von seinem 

Herren als Beschludigter vorgeladen worden ist， trotz dreimal wiederholten Vor-

ladungen bis zum Ende nicht kommt， kann ihm der He打 dasLehnsgut mit Urteil 

absprechen. Auch danach， binnen Jahr und Tag， darf der Vasall jedoch vor d巴nHerren 

kommen， um das (ihm abgesprochene) Gut mit seinem Eid auf die Heiligen 

auszuziehen (Lnr. 65 ~21 ， 66 ~2). c) Schlieslich finden wir im Lehnrecht sogar einen 

folgenden Artikel:“Der Vasall darf jeder Beschuldigung (vom Herren) mit seinem 

Unschuldseid巴ntgehen，wenn niemand bezeugen kann， das es vor Gericht (zu 

Landrecht) geschehen sei" (Lnr. 19 ~2). 

5. Grenzen des L巴hnrechtsals positives Element der Staatsv巴rfassung

Solch ein Lehnrecht (oder Lehnswesen) mit auts詰usersteverstarkten Vasallenrech-

ten wurde selbstverstandlich nicht ohne weit巴resstaatsbi Idend funktionieren kりnnen.

Aber das Lehnrecht unseres Rechtsbuchs hat auserdem， als Element der Staatsver-

fassung gesehen， noch zw巴iGrenzen oder Schwachen. 

a) Das Lehngericht ist vom Herren und seinen Vasallen konstruiert. Dort sind nur 

seine Vasallen zum Gerichtsdienst verpflichtet. Es sind auch (im Prinzip) nur seine 

Vasallen， die dort Urteilsfinder oder Zeuge sein durfen. Dementsprend ist auch die 
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Zustandigkeit des L巴hngerichts(im Prinzip) auf die F詰lIeeingeschr加kt，die zwischen 

dem Herren und seinem Vasallen oder unter Mitvasallen desselben Herren geschehen 

So gibt es (im Prinzip) kein Lehngericht， das fur den Streit um das eine Lehnsgut 

zwischenden beiden Vasallen der beiden verschiedenen H巴町'enzustandig ist (s. dazu 

Ldr. Il42 91)， geschweige denn fur j巴:desVerbrechen (das freiJich nur vor Gericht zu 

Landrecht gerichtet we凶endarf) 

b) 1m Lehnrechl unseres Rechtsbuchs erscheint manchmal das Eigenlehen (als ein 

Sonderlehen)， namlich das Lehen， das das Eigen des Herren iSI， oder， das seinem 

Vasallen zu Lehen verliehene Eigen des Herren. Beim Eigenlehen kann also， im 

Gegensatz zu des rikes gut， das vom oberen Herren zu Lehen verIi巴henist， weder 

Oberherr noch lehnrechtliche Verbindung mit dem Konig existieren. Sollte man den 

damaligen Slaat auch als “Lehnsstaat" ergreifen wollen， so wurde man daher eben an 

diesem Eigenlehen scheitem mussen. 

1m Sachsenspiegel sind freilich auch meh巴rereMomente， die so¥che Grenzen oder 

Schwachen des Lehnrechts als Element der Staatsverfassung品berwindensollten， zu 

finden， und zwar nicht nur im Lehnrecht selbst， sondern besonders im Zusammenhang 

mit dem Landrecht. Wollen wir uns j巴dochzunachst der (Staats-)Verfassung s巴lbst

zuwenden! 

rr. Die Ve巾 ssungim Sachsenspiegel (in grundlegenden U町 issen)

1. Allgemeine Charakterisierung d巴rTerminologie 

1m Sachsenspi巴gelist fieilich ein Wort， das unserer“Verfassung"巴ntsprichl，nicht zu 

finden. Ab巴rdas Wort rike kann auch uns巴r巴n"Staat" bezeichnen， an dessen Spitze 

steht keiser oder koning. So durfen wir mit diesen drei Wるrtemanfangen. 

In unserem Rechtsbuch erscheinl das Wo同 rike(einschlieslich des koningrike) an 

[3]4) Stellen in“Der Herren Geburt"， an 36 [43] Stellen in 26 [29] Artikeln des Land-

rechts und an 33 [37] Stellen in 22 Artikeln des Lehnrechts， insgesamt also an 69 [83] 

Slellen in 48 [52] Artikeln; das Wort keiser (einschliesJich des keiserlik) ist nur an 15 

Stellen in 13 Artikeln aussch1ieslich des Landrechts gebraucht; das Wort koning (ein-

4) 1m folgenden sei zunachst die Zahl in den eikischen Texten， dann die Z油 1einschlieslich der 

nach-eikischen Texte in ( ) anzugeben. 
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schlieslich des koninglik) kommt vor dag巴genan 1 Stelle in“Textus prologi'¥an 86 

[92] Stellen in 61 [64] Artikeln des Landrechts und 16 [19] Stellen in 12 [13] Artikeln 

des Lehnrechts， insgesamt also an 103 [112] Stellen in 74 [76] Artike1n. 

Das Wort rike erscheint namlich ungef<ihr gl巴ichm油igim Landrecht wie im 

Lehnrecht (substantiell doch etwas h品目figerim Lehnrecht， wenn man den unter-

schiedlichen Umfang der beiden Teil巴mitin Betracht zieht). Das Wort koning， da5 am 

haufigsten vorkommt， konzentriert sich deutlich auf das Landrecht. Das Wort keiser 

kommt bei weitem seltener vor， etwas erstaunlicherweise ist es im Lehnrecht uberhaupt 

kein einziges Mal gebraucht. 

Bereits aus dieser kleinen Statistik ergeben sich fur uns einige (neue) Fragen. Am 

wichtigsten davon ware doch unbedingt die Frage， warum das Wort keiser im Lehn-

recht uberhaupt nicht gebraucht ist. Denn dies konnte m匂licherw巴iseandeuten， das im 

Lehnrecht eine klare und deutliche Auffasung vom Kaiser (als einem uber mehrere 

Konig巴stehendenWeltherrscher) (noch) nicht existiert hatte. 

2. rike 

1) Ldr. III 44 ~ 1 beschreibt die Translatio imperii wie fo1gt:“Zu Babylon entstand 

dat rike， das hatte ub巴ralle Lander Oberherrschaft; das zerstorte Cyrus und ubertrug 

dat rike auf Persi巴n;dort blieb es bis auf Darius (den letzt巴ren);den besiegte Alexander 

und brachte es (= dat rike) an die Griech巴n;dort blieb es 50 lange， bis es sich Rom 

bemachtigte und Julius keiser wurde. Noch hat Rom (davon) behalten das weltliche 

Schwert und von des hl. Peters wegen das geistliche (Schwert); darum heist es (= Rom) 

das Haupt der ganzen Welt" 

Ganz klar ist also， das das Wort rike hier im Sinne vom“Weltreich" (oder“Welt-

heπschaft") mit dem Kaiser an der Spitze gebraucht ist. Dieses Beispiel ausgenommen， 

ist aber das Wort in diesem Sinne nur noch an zwei Stellen zu finden， wo ausdrucklich 

von “romesch rike" gesprochen ist“(Lnr. 4 ~1 ， 69 ~7).5) 

Auch falls das Wort rike im Sinne von“St総 tsgebiet"gebraucht ist， ist damit nur 

noch das Gebi巴tunseres“Deutschen Reichs" gemeint ist， das von den vier St員mmen

(Sachsen， Bayern， Franken und Schwaben) zusammengesetzt ist. Unserem Spiegler 

5) In den beiden Artikeln kommt jedoch nur der Teil binnen dudischer tungen oder dudi.l'che 

art in Frage. Auf das Wort rike im Ldr. III 52 ~ 1 sei noch unten zuruckzugreifen. 
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zufolge hatten sie einst jeweils ein selbstandiges koningrike gebi1det， sie seien jedoch 

von den “財mem"unterworfen worden (Ldr. III 53 ~ 1-bereits damals巴inearchaische 

Auffassung). Obwohl das“Deutshe Reich" a1so mit dem Weltreich in eine Beziehung 

gebracht worden ist， so託ndertdas doch nichts daran， das Reichsitalien sowie Burgund 

auserhalb des Gesichtsfelds unseres Spieglers verbleiben. 

Ferner sei folgendes hinzuzufugen. Bei den (typisierten) Ausdrucken wie vor deme 

(od. dat) rike， des rikes kore und des rikes achte ist das Wort rike (gelegentIich auch in 

demselben Artikel) mit dem Wort koning abwechselnd gebraucht ist. Bei diesen 

Beispielen ist a1so besonders klar， das unter rike der Konig (nicht aber der Kaiser) zu 

verstehen ist.6) 

2) Von den typisierten Ausdrucken， die in sich das Wort rike schliesben， sind des rikes 

denest und des risees gut am meitsten gebraucht. Die beiden Ausdrucke (besomders 

aber der letzten巴)巴rscheinengrosenteils im Lehnrecht. Ubrigens Ist in ihnen weder das 

Wort keiser noch koning anstatt des Worts rike gebraucht. 

a) des rikes gut bez巴ichnet，besonders im Gegensatz zum Eigenlehen， ein Lehnsgut， 

das vom K凸nigabfahrend (gew品hnlichdurch Fursten， Oberherren und Heπen) bis 

an einen Vasa¥len ver1iehen worden ist. Betreffs des rikes guts sind in unserem 

Rechtsbuch keine weiteren Unterschied巴(wi巴“Hausgut"und “Staatsgut") gemacht. In 

einem Artikel des Landrechts (II1 81 ~2) ist jedoch ein folgender Fall zu lesen: Sterben 

die Schoffen aus in einer Grafschaft， so darf der Konig des rikes denstman (= 

Ministerialen des K血怒り mitUrteil frei lassen und zu Schoffen dort machen， damit 

man recht (= Gericht od. Urteil)巴r1angenund den Konigsbann dort erhalten kann. Er 

soI1 von des rikes gut soviel ihnen geben， wie sie davon Schoffen sein konnen， jedem 

von ihnen drei Hufen oder mehr“. Damit ist klarzuste¥len， das des rikes gut， das unter 

der koniglichen Gewalt st巴ht，jedenfalls auch zum“offentlichen" Zweck巴brauchbarist 

b) des rikes denest bezeichnet， wie oben gesagt， meistenfalls den Miltおdienst，zu 

dem der Vasall seinem Herren verpflichtet ist. ln diesem Dienst ist zwar auch der Fall 

wie Romfahrt mit einbegriffen， das alle Vasallen， die des rikes gut zu Lehen haben， 

wirklich von Reichs wegen zusammen mit seinem Herren teilnehmen sollten (Lnr. 4 

6) In Ldr. III 57 92 ist zwar von des keiseres kore gesprochen. Aber der Artikel ist， nach den 

neueren Forschungen von A， WOLF， nach-eikisch inte中oniert.
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91). Wer dem Vasallen unmittelbar dieses Dienst gebietet， oder， wem der Vasall 

unmittelbar dazu verpflichtet ist， ist jedoch sein Heη. Durchaus annehmbar ist also， das 

d巴rHerr zu seinem eigenen Zweck seine Vasallen mobilisiert hat.7
) Trotzdem bezeich-

net unser Spiegler dieses Di巴nstalles als des rikes denest. Damit will er namlich dieses 

Dienst auf dasjenige巴inschr泊ken，das von Reichs wegen erfolgt ist. 

Di巴 gl巴icheHaltung d巴sSpieglers ist in einem Artikel， wo der Ausdruk des rikes 

denest ausnahmsweise im Sinne des Gerichtsdiensts gebraucht ist (Lnr. 79 ~I) zu be-

obachten. Dieser Artikel besagt zunachst， das der Vasall， der von seinem Herren vor 

geladen worden ist oder d巴rsich dort mit dem Gerichtsdienst beschaftigen mus， von 

den ubrigen Gerichtsdiensten (zu Lehnrecht) befreit werden soll， und sucht dann den 

Grund dafur eben im folgenden:“weil sie (= Vasallen) in des rikes denste sind， solange 

sie ihrem Herren van des rikes halven von ihrem Gut (= wegen ihres Reichsguts) im 

Lehngericht helfen m品ssen"

Bei dies巴nbeid巴nAusdrucken bezeichnet das Wort rike， so diirfen wir zusammen-

fassen， konkret den “K出ig"，doch schwingt dabei die Auffassung， das der Konig eben 

dat rike als“るffentliches"Wesen vertrete， d巴utlichmit. 

3) Zu erw員hnensei noch ein Beispiel. Ein Artikel des Landrechts (III 54 ~2) legt wie 

folgt dar:“Sobald man den Konig w狛lt，so s01l er deme rike hulde dun (hier : einen 

Amtseid leisten)". Hier erscheint dat rike als Abnehmer des vom仕ischgew詰hlten

Konig geleisteten Amtseides. So darf man in diesem Fall bestimmt nicht darunter den 

Konig selbst verstehen. Wer ist denn konkret unter deme rike zu versteh巴n?Angesichts 

dieser Frage kるnnteman I巴ichtzu einer folgenden Auslegung neigen: in diesem Fall 

b巴zeichnenamlich dat rike“Fursten"， die doch eben an Ort und Stelle den Konig 

gewahlt haben. Daraus konnte man sogar eine weitere Folgerung zi巴hen，das die 

Fursten b巴imFehlen des K凸nigsanstatt dessen das Reich vertreten haben s01lt己n.Das 

trifft aber nicht zu! In einer Bilderhandschrift des Sachs巴nspiegelsist der l(，るnigmit 

der Hand auf der “Krone" gemahlt; uberdies hat das Wort das rich im 13. Jht. auch 

7) Auch im oben erw滋mtenLnr. 76 ~3 ist nur das Sammeln der Streitkrafte vor d巴，rAufkundi-

gung der Vasallitat als rechtswidrig verurteilt， nicht aber eine Fehde， die unter denjenigen， die 

sich nicht in ein巳rva国allistischenBeziehung befinden， erfolgt ist 
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“Reichskleinodien" (einschlieBlich der Krone) bezeichnet.8
) Der Konig schwort zwar 

vor den Furst巴n，aber nicht an sie. Vi巴Imehrschwort巴rauf die“Kron巴"od巴reben 

deme rike， das durch die Krone symbolisiert ist. So finden wir in diesem Artikel sogar 

eine“uberpers白 licheStaatsauffasung". 

3. keiser 

1) ln einem Artkel des Landrechts (III 52 ~1) ist der Unterschied des Kaisers vom 

Konig (wie es in unserem Rechtsbuch ublich ist)“verfahrensrechtlich" wie folgt erklむt:

“Die Deutschen sollen von Rechts weg巴nden Konig wahlen. Wenn er geweiht wird 

von den Bisch品化n，di巴dazubestimmt sind， und auf den Stuhl zu Aachen kommt， dann 

hat er koningleke gew.αlt und koningleken namen. Wenn ihn der Papst weiht， dann hat 

er des rikes gelω119) und keiserliken nameが¥

2) 10 eioem anderen Artikel， der die Translatio imperii beschreibt， ist， wie oben er-

w滋1Ot，Julius， der das weltIiche Schwert erhalten hat， mit dem Wort keiser genannt. Die 

Zwei-Schwerter-Lehre ist auch im Landrecht 1 zu finden. Danach ist deme keisere (dort 

erscheint ubrigens das Wort dreimal) unmittelbar von Gott das weltlich巴Schwert(als 

Symbol der weltlichen Herrschaftsgewalt， bes. aber Gerichtsbarkeit uber die ganze 

Christenheit) anvertraut， w員hrenddem Papst das geistliche Schwert gegeb巴nist. Hier 

steht der keiser vor Gott neben dem Papst， also uber alle anderen weltlichen He町民her.

Zu diesen Beispielen gehりrenauch folgende Falle: das der keiser n員mlichzu Gott 

oder zum Papst verglichen oder gegenubergesteIlt ist (Ldr. III 42 ~5， 57 ~1) oder das er 

uber einen (and巴ren)Konig oder uber Herzoge (die einst Konig g巴W巴senwaren) steht 

(Ldr. 1 38 ~3 ， III 53 ~ 1). 

3) Der Artikel， der ein巴nAbschnitt“Landfriedensgruppe" einleitet (Ldr. II 66 ~ 1)， 

beginnt wie folgt:“Nun vemehmet den alten Frieden， den die keiserleke walt gestede-

get (= festgesetzt od. best嵐広t)dem Lande zu Sachsen mit der Zustimmung der Ritter 

des Landes". ln diesem alten Frieden ist das， was spater auch als des koniges 

8) Vgl. dazu R. SCHMIDT， Kaiser， K凸nigund Reich in der Wolfenbutteler Bilderhandschrift 

des Sachsenspiegels， in: Die Wolfenbutteler Bilderhandschrift des Sachsenspiegels， Kommentar・

b胡 d，hrsg. v， R. SCHMIDT -WIEGAND， 1993. S.91; Art. Krone， HRG. Bd. 2， Sp. 1215; 

ebenfalls sei auch dωrike in Ldr. III 54 ~4 auf solche W目seauszulegen. 

9) Unter dem Wort rike konnte man hier aueh“(uber) das Weltreich" verstehen. Aus dem 

Zusammenhang mit dem oberen Satz sei es aber besser im Sinne“kaiserlich" auszulegen. 
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(dagelekes) vrede b巴Z巴ichnetwird (Ldr. III 2， 7告3)，mit einbegriffen. Auch hier kommt 

also das Verh員ltnisdes Kanigs zur keiserleke walt in Frage. Damals ist aber auch in 

Deutschland eine romische Auffassung， d乱sder Kaiser ub巴rdie gesetzgeb巴ndeGewalt 

verfuge， ziemlich bekannt. So k出 n巴nwir das Wortgebrauch in diesem Artikel auch 

wie folgt begreifen: der Konig hat namlich aufgrund seiner gesetzgebenden Gewalt， 

uber die er als Kaiser verfugt， einen Landfrieden festgesetzt und darin auch den alten 

Frieden， die seit der frankischen Z巴it(als Konigsschutz)巴xistierte，eingegliedert hat. 

4) In den weit巴renzwei Artikeln des Landrechts erscheint der keiser als Verleih巴r

des Zepterlehens an die geistlichen Fursten (Ldr. III 59 ~2， 60 ~ 1). Nach der Heerschild-

ordnung steht uber die geistlichen Fursten， die den 2. Schild haben， der Konig， der d巴n

1. Schild hat. In diesem Sinne ware es hier richtiger， nicht von dem keisere， sondem 

vom Konig zu sprechen. Wie es aber die VerIeihung der Regalien mit dem Zepter 

deutlich zeigt， liegt den beiden Artikeln das Wormser Konkordat zugrunde. Hinter den 

geitlichen Fursten steht in dies巴m Fall daher der Papst sichtbar oder unsichtbar.前'ir

konnen also dafur Verstandnis haben， warum der Spiegler hier das Wort keiser bevor-

zugen wollte. 

5) Bei den ubrigen drei Artikeln handelt es sich um Beispiele， wo richtiger nicht vom 

keiser， sondem vom Konig gesprochen sein sollte (Ldr. III 52 ~2， ~3 ， 57 ~2). In Bezug 

auf diese Beispiele sei als Grund fur die Wahl des Wortes keiser nur noch der Zu-

sammenhang mit den vorangehenden oder nachfolgenden Artikeln anzugeben. 

Aus dieser Tatsache sei jedoch nicht einfach zu folgem， das im Sachsenspiegel bei-

de Wo口erkeiser und koning als Synonym abwechselnd gebraucht sind. Wie oben 

ausgefuhrt， ist das Wort keiser， das merklich selten， und zwar nur im Landrecht 

erscheint， meistens nicht ohne Grund gebraucht. Beispiele des abwechselnden Ge-

brauchs von den beiden Wortem g仙台envielmehr zur Minolit員t.Noch wichtiger ware 

aber die folgend巴Tatsache.Ein“Misbrauch" des Wo口eskeiser geschieht immer in der 

Richtung darauf， den Umfang des Wortes zu erweitem. Dagegen sind im Lehnrecht 

zwei Beispiele zu finden， das vom koning gesprochen wird an der St巴Ile，wo im 

Landrecht das Wort keiser gebraucht werden sollte (vgl. Lnr. 4 ~1 zu Ldr. III 57 ~l ， 
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Lnr. 20 ~5 zu Ldr. III 59!i 1， ~2). Dies deutet doch an， das es im Lehnrecht eine Auffas-

sung vom keiser als einem vom Konig zu unterscheidenden Wesen noch nicht existiert 

hat， was auch fur die Frage nach der Entsthung des Sachsenspiegels keineswegs 

belanglos w証re

4.此:oning

1) Das Wort koning ist freilich in unserem Rechtsbuch auch im Sinne von “dem 

Ob巴rhauptdes (od. eines) Staates" oder als dessen Titel gebraucht. 1m Rechtsbuch 

kommen jedoch die Beispi巴le，wo das Wort diesen als“den (obersten) Richter" be-

zeichnet， am haufigsten vor. 

Falls das Wort richtere， gerichte oder richten in demselben (od. zusammenh詰ngem)

Artikel erscheint oder falls das W 0口koningim typisierten Ausdruck vor den (od 

deme) koning(e) gebraucht ist， ist mit Sicherheit zu folgem， das es sich um den Konig 

als Richter handelt. Solche Beispiele sind bereits ziemlich viel zu finden. Dazu gehort 

auch das Beispiel wie des koninges achte an m巴hrerenStellen， wobei doch der Konig 

als Richter uber einen fluchtigen Tat巴rdie Acht verhangt. Die W orte des koninges ban 

oder Beispiele， die sich auf den Konig als alleinigen Verleiher des Konigsbanns Dezie-

hen， sind ebenfalls ziemlich vi巴1zu finden‘Die Worte bezeichnen in unsrem Rechtsbuch， 

auser an zwei Stellen， immer den Konigsbann als eine Erganzung der Gerichtsbarkeit， 

damit der Richter auch die Klage auf das Eigen sowie wegen des Verbrechens eines 

Schoffenbarfreien richten kann. Auch diese Beispiele sind also hierzu zu z詰hlen.

Ber巴itsdie bisher aufgezahlten B巴ispieleerreicht die H品lftedes Ganzen 

Diese Ergebnisse ware nur einleucht巴nd，wenn man bed巴nkt，das“den koning wahlt 

man zum Richter品berEigen und Lehen und uber jederrnanns Leben" (Ldr. III 52 92) 

sowie das“der koning ist allgemeiner Richter品beral!"(Ldr. III 26 ~ 1). Sie geben uns 

doch eine klare Ubersicht dar品ber，das die Stel!ung des Kるnigsals oberstes Richters 

oder als Inhabers der hochsten Gerichtsgewalt den Kem der koningleke gewalt oder der 

Staatsverfassung uberhaupt bildet 

2) Dazu sei noch eines hinzuzufugen. Auch das Wort koning in d巴mArtikel， der am 

liebsten als Beleg eines“Widerstandsrechts" der Vasallen oder der Untertanen heran 
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gezogen worden ist (Ldr， III 78 ~2)， gehort namlich zu diesen Beispielen. 1m voran-

gehenden Ldr. III 78 ~ 1 ist gesagt:“Der koning und jeder Richter durfen richten uber 

Hals und砧erHand und uber erve (= Eigen) jedes seinen Vasallen und Verwandten， 

und handeln damit nicht weder sinen tr.附 ven".Dies vorausgesetzt， besagt unser Artikel 

wiesfolgt:“Der Mann darf auch dem Unrecht seines koninge(s) und seines Herren wider-

stehen und es sogar in jeder Weise abzuwehren helfen， und handelt damit nicht weder 

sinen truwen'¥Hier geht es also nur um den Kるnig，soweit er als Richter fungiert. Der 

Artikel soll daher folgendes betonen: Die “るffentliche"Pflicht， dem Gericht Hilfe zu 

leisten， mus einer“privat巴n"in vasallistischen oder verwandschaftlichen Beziehungen 

vorgehen. Aus den nachfolgenden Artikeln sei ubrigens klarzustellen， das ein Wider-

stand mit Gewalt nur im Fa!l der Notwehr erlaubt sei (Ldr. III 78 ~5 ， 96). 

3) 1m folgenden sei koningleke gewalt aus巴rder Gerichtsgewalt zusammenzustellen. 

a) Der K白 igverfugt uber Rechte an Markt， M品目zstatteund Zollstelle sowie an 

Schatz， was ublich als Regalien zusamm巴nzufassenist. Femer hat er auch das Recht， 

fur巴inzelnePersonen oder Sachen， besonders aber fur des koninges strate， den Frieden 

zu erwirken， um sie unter seinen besonderen Schutz zu nehmen. Von diesen R巴chten

erscheinen einige eben im Zusammenhang mit der Funktion des K白IIgsals Richters. 

Dies deutet an， das damals in der Gerichtsgewalt auch Keime der Verwaltung mit 

einbegriffen sind， od巴r，das das System der Gerichtsbarkeit damals zugleich auch das 

der entstehenden Verwaltung oder der“凸ffentlichen"Herrschaft darstellte. 

b) Wie oben gesagt， verfugt der Konig auch品berdes rikes denstman sowie des rikes 

gut. B巴ider Befreiung des ersteren handelt er zwar als dessen (“private") Herr (Ldr. III 

80 ~2). Indem er diesen aber zu Schoffen in einer Grafschaft macht und di巴semdes 

rikes gut zu Eigen gibt， kann er die beiden auch zum治ffentlichen"Zweck gebrauchen 

(Ldr.lII 81 ~1). 

c) Der Konig hat femer in jedem deutschen Land die pamlZe (Ldr. III 53 ~ 1) (in 

Sachsen: funf). Dort halt er echt hof， der zugleich auch als landrechtliches Konigsge-

richt fungiert (Ldr. III 62 92). 
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d) Selbsstverst泊dlicherscheint der Konig auch in unserem Rechtsbuch manchmal 

als oberster Lehnsherr. Daruber sei aber erst im nachsten Abschnitt im Zusammenhang 

mit den Fursten zu erkl誌ren.

5. vorsten 

1) Das Wort vorste bedeutet eigentlich de voderste. Daran anschliesend“definiert" 

unser Rechtsbuch den Fursten als de vorderste an deme lene (Ldr. III 58 92). Uberdies 

ist wiederholt betont， das man， um ein Furst zu sein， unmittelbar vom Konig ein 

Fahnlehen erhalten mu βund ein Furst keinen anderen weltlichen Herren als den Konig 

haben d訂f(Lnr.71 ~2， Ldr. III 58 ~1 ， ~2). 

Trotz der Betonung einer unmittelbaren vasallistischen Beziehung mit dem Konig 

steI1t sie fur den Fursten-Begriff keineswegs den entscheidenden Moment dar. Obwohl 

auser den Fursten noch andere unmittelbaren VasaI1en des Konigs existiert zu haben 

scheinen， ist nur den Fusten geboten， den hof， der zugleich auch als lehnrechtliches 

Kるnigsgerichtfungiert， aufzusuch巴n(Lnr. 72 ~ 1). Vielmehr ist entscheidend， das ein 

(welticher) Furst unmittelbar vom Konig mit dem vanlen b巴lehntist. 

Aber va/Jle/J g巴h谷氏 zuden Gerichtslehen als Sonderlehen， es ist auch als巴inBeispi巴I

des gerichte angefuhrt (Lnr. 71 ~3). Damit sei folgendes einwandfr巴iklarzustellen : ein 

Furstentum， das mit den Fahnen verliehen ist， besteht im (landrechtlichen) Ge-

richtsbezirk oder in der landrechtlichen Gerichtsbarkeit innerhalb dessen， wenn den 

Fursten auch des rikes gut zusatzlich als recht len verliehen ist. Auch d巴rhof， der 

ebenfalls nur von dem Kりnigund den Fursten zusammengesetzt ist， kann zugleich als 

landr，巴chtlchesKonigsgericht fungieren eben deswegen， weil den Fursten die land-

rechtliche Gerichtsbarkeit auf solche Weise verliehen worden ist. 

2) Im Zusammenhang damit sei noch eines zu erwahnen. Es handelt sich namlich um 

die Frage des “Leihezwangs". 1m Sachsenspiegel ist verbot巴n，ein Gerichtslehen (also 

auch ein Fahnleh巴n)zu teilen und weiter zu verleihen. Davon ist ausgenommen nur en 

sunderlik gerichte dat in sin gerichte hore， alse grevescap dut in de marke u/Jde i/J 

andere vanlen; dieses sunderlik gerichte (= grevescap) darf man (= ein Furst) sog訂

nicht ub巴r巴inJahr ledich (= unverliehen) behalten (Lnr. 71 g2). Auch im Artikel， der 
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wiederholt als Beleg fur die Lehre vom Leihezwang angefuhrt worden ist， ist erst 

darauffolgend wi巴 folgtbesagt:“Ebenfalls darf der Konig kein vanlen (behalten)，巴r

verl巴ihe巴sd巴nnbinnen Jahr und Tag" (Ldr. III 53 93). Danach solIte ein Prinzip vom 

“Leih巴zwang"nicht nur fur den Konig， sondern zuerst fur die Fursten gelten. Diese 

Vorschrift soll， wie es aus dem Zusammenhang klar ist，巴infachdazu dienen， die 

landrechtliche Gerichtsbarkeit (ohne unnotige Unterbrechungen) wirksam gehen zu 

lassen 

3) In Sachsen existierten damals， nach einem Artikel， der die Fahnlehen dort aufzahlt 

(Ldr. III 62 92)， sieben weltliche Fursten: Herzog und Pfalzgraf zu Sachsen， Landgraf 

zu Thuringen， Markgraf zu Brandenburg， zu Meisen， zu Lausitz und Graf zu Aschers-

leben目 Aberihre StelIung in der Verfassing ist keineswegs gleichm証sig.Besonders uber 

ihr Verhaltis zum Konigsbann ist folgendes zu beobachten: 

a) Fr巴ilichh長ltder Graf &巴inDing unter dem Konigsbann， aber nicht nur er， sondern 

auch der Pfalzgraf und der Landgraf. Auch das StrafgeJd， das ihnen allen zu bezahlen 

ist， ist zu 60 SchiJling bestimmt (Ldr. IIl64 96， 94). 

b) Was den Markgrafen angeht， so gibt es in seiner Mark k巴inenK加 igsbann.Er h詰lt

sein Ding bi sines selven hulden (Ldr. III 65 91 ).10) Zu seiner Mark gehort aber， 

wie gesagt， en sunderlik gerichte ('" grevescap). Der Grafin d巴rMark zieht eine Urteils-

schelte， die in seiner Grafschaft geschehen ist， auch wenn er diese vom Markgrafen zu 

Lehen erhaJten hat， unmittelbar vor dat rike (Ldr. II 12 g6)， wahrscheinlich also der 

Reih巴desKonigsbanns von unten nach oben zuruckfolgend. 1m ubrigen ist das Straf-

geld， das dem Markgrafen zu bezahlen ist， 30 Schilling (Ldr. III 64 97). 

c) Dem Herzog ist dagegen als StrafgeJd (wenigstens vonjedem edele men) 10 Pfund 

('" 200 Schilling) bezahlt (Ldr. III 64 93). Was s巴inHerzogtum betrifft， so ist eigens 

erwahnt， das es darin solche Bezirke gibt， wie sie sunderlik recht haben wollen (ebd.)， 

dagegen sowohl uber den Konigsbann selbst als auch uber etwas， was diesen andeuten 

konnte， ist uberhaupt nichts zu ¥esen. 

10) Sei nicht zu lesen im Sinne“mil seiner eigenen Gewall"， sondern“auf seinen eigenen 

Lehnseid"， substanziell also “'ohne K凸nigsbann，nur aufgrund dcr (vom Konig verliehenen) 

landrechtlichen Gerichtsbarkeit'¥ 
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4) Was die geistlichen Fursten anbelangt， so ist aus unserem Rechtsbuch bei weitem 

weniger zu erschliesen， als es b巴iden weltlichen Fursten der Fal¥ ist. Daruber ist 

jedenfal¥s aber klarzustel¥en， das derjenige， der zu Bischof， Abt oder Abtissin gew誌hlt

worden ist， zuerst das Lehen und erst dann die Seelsorge erhalten sol¥. Dabei verleiht 

der K，るnigdas Lehen mit dem Zepter (Ldr. III 59 ~l ， 60 ~l). Das Zepter symbolisiert 

合eilichdie Tempora1ia， worin die landrechtliche Gerichtsbarkeit jedenfal¥s mit einbe-

griffen ware. In einem Artikel des Lεhnrechts ist die Teilung des biscope gut zusammen 

mit der desνanlen verboten (20 ~5).11) So dutfen wir wohl組 nehmen，das auch ein 

geistIiches Furstentum， weltlich geseh巴n，in der landrechtlichen Gerichtsbarkeit besteht. 

Aber ein geistlicher Furst darf nicht selber die B1utgerichtsbarkeit ausuben. So 1泌t

der Vogt unsere Aufmerksarnkeit auf sich lenken. 

1m System der landrechtlichen Gerichtsbarkeit (= des Gerichtslehens) nimmt der 

voget eine gleiche Stel¥ung ein， wie der gogreve (wahrscheinlich in dem weltlichen 

Bezirk) (Ldr. I 2 ~4). Der gogreve verfugt eigentlich函berkein Gerichtslehen， weil sie 

im Prinzip (d， h. auser dem Schulth巴isin der Grafschaft) nicht an die vierte Hand 

gehen darf (Ldr. III 52 *3). Was den voget angeht， ist von deme belenden (= belehnten) 

νogede， de des koninges ban nicht ne hevel gesprochen. Diesem ist aber als Strafgeld 

nur noch 3 Schilling bezahlt (Ldr. III 64 ~9). Auserdem erscheint in unserem Rechtsbuch 

auch de voget， de under des koninges ban dinget， of he den ban van derne koninge 

selven hevet. Diesem Vogt， d巴rden Koningsbann hat， bezahlt man als Strafg巴Id60 

Schilling (Ldr. III 64 ~4). Also ein mit dem Grafen gleichgestel¥ter Vogt! Der kるnnte

moglicherweise ein ("Ober"ー)Vogtsein， der fur die Ausubung der Blutgerichtsbarkeit 

im ganzen Gebiet eines geistlichen Furstentums zustandig ist. In diesen Punkten seien 

jedenfal¥s b巴sondereVerhaltnisse des geistlichen Furstentums zu erblicken 

5) Auch in unserem Rechtbuch erscheinen die Fursten auch als Konigsw泊ler(Ldr 

III 58 ~2 usw.). Nach dem oben Ausgefuhrten sei jedoch von einer“furstlichen Verfas-

sung" keine Rede， freilich soweit es den QuelJenbefund im Sachsenspiegel anbelangt. 

11) 1m Lehnrecht ist das Wort biscop (auch) im Sinne vom“geistIichen Fursten" gebraucht. 
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III. Lehnrecht und Verfassung im Sachsenspiegel 

l. Momentl巴， die das Lehnrecht zum positiven Elem巴ntder Staatsverfassung mach巴n.

Hier sollen， auf die im 1. Kapitel vorbehaltene Frage zuruckgreifend， die Momente 

untersucht werden， die die Schwachen des (gemeinen) Lehnrechts als positivens Ele-

ments der Staatsverfassung uberwinden k加nten，um es staatsbildend funktioneren zu 

lassen. 

1) 1m Sachsenspiegel ist das rechte len， das von einem Herrn seinem Vasa¥len 

verliehen ist， wie gesagt， als des rikes gut bezeichnet， auch der Mi¥it詰rdienst(teilweise 

auch Gerichtsdienst) eines Vasa¥len fur seinen He汀endaraufhin als des riskes denest. 

Bereits dieses Wortgebrauch konnte das Lehnrecht als ein“るffentliches"Wesen be-

eindrucken. Wenn aber eine vasallistische Beziehung zwischen den Beiden vollst加dig

beliebig und unordentlich hatte abgeschlossen werden durfen und infolgedessen keine 

lehnrechtliche Hierarchie hatte zustande kommen konn巴n，so ware so¥ch ein Wort-

gebrauch uberhaupt nicht eingefallen gewesen. 

2) In disesem Sinne steck巴nb巴reitsin der Heerschildordnung selbst hier von uns 

gesuchte Momente. Sie gehふrtan sich zwar zu den lehnrechtlichen Rechtsinstituten， 

spielt jedoch zugleich eine Rolle als Treppe， wodurch das Gerichtslehen vom Konig 

abfahrend nach unten g巴ht(Lnr. 69 28). 1m Zusammenhang damit sei hier auf dreierl巴i

hinzuweisen. a) Die Heerschildordnung umfast， mit dem Konig (== zugleich lnhaber der 

hochsten landrechtlichen Gerichtsgewalt) beginnend， alle“feudalen" Stande einschlies-

lichd巴rSchoffenbarfreien (== unterste Mittrager der landrechtlichen Blutgerichtsbark巴it).

b) Der Schild eines Vasallen erhるhtsich nur damit， indem er unmittelbar vom K，るnig

ein vanlen (== zugleich eine Art landrechtlich巴Gerichtsbarkeit)erhalt (um zum Fursten 

erhoben zu werden). Wenn er dagegen auch Vasall eines oberen Herren geworden ist， 

ist sein Schild damit nicht er凶 ht(Lnr. 21 22). c) W託hrendein Mann， indem er Vasall 

seines (lehnrechtIich巴n)Standesgenossen wird， seinen Schild erniedrigt， besch託digter 

damit weder seinen Geburtsstand noch sein (Iandrechtliches) Recht (a1so noch seine 

Fahigkeit als Mittrager der landrechtlichen Gerichtsbarkeit - s. o. 1， 2). Hinter der 

He巴rschi1dordnungals stabilisierter lehnrechtlicher Hierarchie st巴henalso unverkenn-

bar (auch) landrechtliche Momente. 
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3) Was das Gerichtslehen selbst angeht， 50 gehoロes，wie oben erwahnt， zu den 

Sonderlehen. Uber die Recht巴einesdamit B巴lehnten(= eines landrechtlichen Richters) 

aus dem Vergleich mit denen eines Vasallen am rechte len ist etwa folgendes fest-

zustellen. 

a) 1m Gegensatz zum rechte len darf man das Gerichtslehen weder teilen noch (ganz 

oder teilweise) weiter verleihen. Dabei ist eine“besondere" Grafschaft (als land司

rechtliches Gerichtsbezirks)， die zum Fahnlehen (oder zur Mark) geh品目， ausdrucklich 

ausgenommen， sie darf nicht uber ein Jahr ledich (= unverli巴hen)behalten werden. Wie 

gesagt， beruht dies auf dem Attribut des Gerichtslehens als der landrechtlichen Ge-

richtsbarkeit， das sie ohne Unterbrechung wirken sol¥. Auch das Verbot， zwei Vasallen 

gemeinsam mit dem einen Gericht zu belehnen， ist auf diese¥be Weise zu verstehen 

(Lnr. 71 ~4). 

b) Ein Artikel des Leh日間chts(11 ~2) besagt ausdrucklich， das man gerichte (auch 

ohne Einweisung vom Herrn) (auf seinen L巴hnserben)vererben und (vom neu巴noder 

oberen Herren) di己 Erneuerungder Bel巴hnungdamit verlangen darf. Soweit hat also 

am Gerichtslehen der damit Belehnte sicher dasselbe Recht， wie es ein Vasall am 

rechte len hat. Aber niemand darf richten， es sei denn， das er vorher dat gerichte (zu 

Lehen) erhalten hat (Lnr. 61 ~2). Auch derjenige， uber den der Konig die Acht 

verh詰ngthat， darf nicht (mehr) richten und derjenige， dem sin gerichte gerichtlich 

abgesprochen worden ist司 darfnicht (mehr) richten， solange er es nicht ausgezogen hat 

(Lnr. 71 95). Auch solche Vorschriften kommen ebenfalls vom Attribut des Ge-

richtslehens als landrechtlicher Gerichtsbarkeit her 

4) Auch das Eigenl巴hengehort zu den Sonderlehen. Man darf es zwar (auf den 

Lehnserben) vererben (was aus Lnr. 76 ~3 usw. zu schliesen ist) und bis an die siebt巴

Hand weiter verleihen，“wie bei einem anderen Lehen， das des rikes gut ist" (Lnr. 71 

96). Daran gibt es jedoch keineνolge (= Belehnungserneuerung) und der Herr， der sein 

Eigen (zu Lehen) verli巴henhat， darf es notigenfalls zurucknehmen， nur wenn er es dem 

Vasallen durch den Tausch mit ein巴mgleichwertigem Reichsgut erstattet (ebd.). Diese 

Besond巴rheitendes Eige日lehenskommen freilich von der starkeren Verfugungsgewalt 

des Herren oder vom Fehlen eines oberen Herren beim Eigen her. 
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Wie bereits oben erwahnt， macht das Eigen(lehen) in einem“Lehnsstaat" unvermeid-

lich eine“Lucke". 1m Zusammenhang damit ist noch folgendes zu bemerken 

a) Das Gut， das bei der Zurucknahme des Eigenlehens dem Vasallen zu erstatten ist， 

ist auf des rikes gut eingeschrankt， obwohl ein (anderes) Eigen des Herren als Erstattung 

noch gleichwertiger sein konnte. b) Auch der Vasall， der mit dem Eigen des Herren 

belehnt ist， soll dem H巴rrendenselb巴n(Gerichts-)Dienst leisten， wie es ein anderer 

Vasall， der des rikes gut (zu Lehen) hat， tut (Lnr. 69 ~8). c) Falls ein Eigenlehen， das 

ein Vasall zu Lehen erhalten hat， von diesem seinem Vasallen weiter verliehen worden 

ist， so gelten dafur oben angegeb巴neVorschrifetn nicht mehr. Vielmehr ist das Gut in 

diesem Fall als (ob) des rikes gut oder recht len behandelt (Lnr. 71 !l6， 6S !l4). d) 

Schli巴slich，aber nicht zuletzt: falls ein Urteil uber Eigenlehen gescholten word巴nist， 

soll man es zuletzt vor d，αt rike ziehen， obwohl der Konig betreffs des in Frage 

stehenden Guts kein oberster Lehnsherr ist (Lnr. 69 g8). An allen diesen Beispielen ist 

leicht eine Absicht abzulesen， die Unabhangigkeit des Eigens zu beschranken， um es 

soweit wie moglich dem Reichsgut zu assimilieren. Davon ware das Beispiel d) (Lnr 

69 !i8) am wichtigsten! Darin ist doch als Argument dafur sinngeas etwa folgendes 

angefuhrt: Der Konig sei namlich auch uber das Eigen zum hるchstenRichter gewahlt. 

Die Urteilssch巴lteuber ein Eigenleh巴nfindet also erst vor Konigsgericht zu Landrecht 

endgultige Losung. Das zeigt namlich， das das Lehnrecht trotz aller Bemuhungen eben 

in diesem Punkt durch das Landrecht abgelost werden mus. 

S) Das ist noch nicht alles. Vor Gericht zu Landrecht gerichtet werden mus， wie 

oben erwahnt， nicht nur jedes Verbrechen， sondern sogar auch solch eine Klage， wo um 

das巴ineLehnsgut die beiden Vasallen der beiden verschiedenen H巴汀巴nmiteinand巴r

streit，巴n.Welche Bedeutung dies fur das Lehnrecht oder fur das Lehnswesen haben 

kann， sei an einigen Beispielen zu veranschaulichen. 

a) Bei einer rojleke were -also auch falls ein Lehnsgut， das sich im Besitz eines 

Vasallen findet oder in dem er gegenwartig wohnt， mit Gewalt beraubt wird -wird der 

Richter (zu Landrecht) mit geruchte (= nach dem Handhaftverfahren) dorthin gerufen， 

Dann soll dieser dem Notruf Folge leisten， um allererst uber den Anfuhrer und seine 
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unrechten Helfer wegen des Raubes Recht zu sprechen. Gleich danach soll er den 

Kl品germ semeg創刊re(= in den Besitz seines beraubten Guts) einweisen. Kann es der 

Richter nicht (bis zum Ende) richten， so soll es der Konig richten， sobald er in das 

sachsische Land kommt (Ldr. Il25 ~l ， ~2). b) Falls ein Vasall， der von seinem Herren 

mit einem Gut belehnt worden ist， (z.B. deswegen， weil ein andever Vasall eines 

anderen Herren das Gut bereits besessen hat) nicht imstande ist， in den Besitz des Gutes 

zu kommen， so sol¥ er， um sein Recht an dem Gut nicht zu verlieren， binnen der 

Jahresfrist eine rechte klage (vor Gericht zu Landrecht) erheben， um dies vor Gericht 

seines Herren mit den Zeugen zu beweisen (Lnr. 33 ~l usw.). 

Damit sei klagestellt， das d巴rBesitz eines Lehnsguts selbst letzten Endes nur durch 

das Landrecht gew託hrleistetwerden kann 

2. Gerichtslehen (= landrechtliche Gerichtsbarkeit) und “Staat" 

In diesem Abschnitt soll das Bild vom“Staat" im Sachsenspiegel (von den beiden 

Seiten des Land-und Lehnrechts her) zusammengefast werden目

1) Eingangs dieses Aufsatzes ist bereits darauf hingewiesen， das das System der 

landrechtlichen (B1ut-)G巴richtsbark巴itan sich in unserem Rechtsbuch zugleich die 

Verfassung oder den “Staat" in grundlegenden Umrissen darstellt. Diese Ansicht ist 

durch Untersuchungen hauptsachlich des Landrechts im Rechtsbuch erreicht worden 

Best詰tigtist sie aber， so glaub巴ich，auch durch Uberprufungen von der S巴itedes Lehn-

rechts h巴rin diesem Aufsatz 

2) An der Spitz巴dieesSystems des Gerichtslehens steht der Konig. Daher beginnt al 

lantrecht unde lenrecht (寸edeland-und lehnrechtliche Gerichtsbarkeit) vom Konig 

(Lnr. 69 88). Derselbe Artikel [uhrt als Grund da[ur folgendes an:“went de konig 10 

richtere gekoren is over iewelkes mannes hαls unde over egen unde over len. 

Dazu sei noch eines zu erganzen. Ein Artikel des Landrechts besagt wie folgt: al 

werltlik gerichte hevet begin van kore (Ldr. 1 55 ~l). Mit dem Wort gerichte ist hier der 

Richter gemeint， auch der Artikel leitet den Abschnitt， wo das W油 lprinzipin Bezug 

auf den Gografen betont ist. Wie es auch daraus klarzustellen ist， ist derjenige， den man 

uberhaupt wahlen kann， nur Richter， und zwar zu Landrecht. 'Dag巴gensind Vasallen 
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nicht imstande， ihren Herren kollektiv zu wぬlen，sondem einem vorgefundenen 

H巴町巴ndie Mannschaft (= hommage) darzubi巴ten.Auch hierin finden wir also einen 

(rechtlichen) Grund fur die Vorzugsstellung des Landrechts gegenubrt dem Lehnrecht. 

3) Nach dem bisher Ausgefuhten ist freilich nicht richtig， den “Staat" in unserem 

Rechtsbuch deswegen als einen “Lehnsstaat" zu bezeichnen， weil das Gerichtslehen das 

wichtigste Mittel， um ihn zusammenzuhalten， darstellt. 1st es doch kein gemeines Lehen， 

es gehort namlich zu den Sonderlehen. Was damit zusammengehalten ist， ist auch substan-

tiell ein System der Gerichtsgewalt， nicht zu Lehnrecht， sondem zu Landrecht. 

Ebenfalls trifft es aber nicht vollig zu， anzunehmen， das der “Staat" in unserem 

Rechtsbuch ber巴itsauf dem “Amtsprinzip" beruhe. Denn der mit einem Gerichtslehen 

belehnt巴 Richterkann alle Klagen einschlieslich deren auf das Eigen und wegen des 

Verbrechens der Schるffenbarfr官ienerst mit Hilfe des Konigsbanns，' der eben ane 

manscap， also auf巴tnem“amtsrechtlichen"Prinzip beruhend， unmittelbar vom Konig 

verli巴henwird. Anders gesagt: das Gerichtslehen als ein Sonderl巴h巴nbleibt doch ein 

Lehen， auch ein damit belehnter Richter hat daran immer noch lehnrechtliche Rechte， 

es auf seinen Lehnserb巴nzu vererben sowie von einem neuen oder oberen Hcrren die 

Em巴uerungder Belehnung damit zu verlangen 

So konnen wir den “Staat" in unserem Rechtsbuch， wenn auch etwas genauer gesagt， 

nur noch als einen“Staat" mit d巴mKonig an der Spitze charakterisieren， dessen Haupt伊

saule， namlich die landrechtliche Gerichtsgewalt司 mitdem Mittel des Gerichtslehens 

zusammengehalten sind. 

3. Abstand des Verfassungsbilds im Sachsenspiegel von der wirklichen Verfassung 

Wenn man unser Rechtsbuch auch als Beleg der damaligen wirklichen Verfassung 

heranziehen wurde， so sollte vor allen Anderen ein (moglicher) Abstand des Ver-

fassungsbilds in ihm von der damaligen Verfassungswirklichkeit in Frage kommen. 

Zum Schlus sei also in diesem Abschnitt zu bedenken， ob es im Rechtsbuch selbst irgend-

ein Kriterium dafur， den Abstand zwischen den beiden zu vermessen， zu finden ist. 

1) In einem beruhmsten Artikel in unserem Rechtsbuch st巴Iltder Spiegler selbst fest: 

Man hat egenscap von alters her in unrechte gewonheIt hereingezogen und nun will 
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man sie vor recht haben (Ldr. III 42 1i6). 1n diesem Fall hat also er selber zugegeben， 

seine Ansicht， das es eigentlich keine Un合eiheitgeben sollte， entspreche nicht (mehr) 

der Wirklichkeit. Dabei sei besonders zu bemerken， das der Spiegler in mehreren voran-

gehenden Artikeln， um seine Ansicht zu begriinden (oder zu verteidigen)， mit der 

Hei¥igen Schrift beginnend， vi巴leArgumente herangezogen hat. Auch in Bezug auf die 

Artikel， wo unser Spiegler seine eigene Ansicht mit Argumenten begriinden will， 

durfen wir meistens davon ausgehen， das dort entwickelte Ansicht nicht (vollstandig) 

der Wirklichkeit entspreche. 

Das beste Beispiel dafur bietet uns der oben wiederholt erwahnte Artikel Lnr. 69 ~8. 

Nach diesem Artikel soll， wie gesagt， auch eine Urt巴ilsschelte品b巴rein Eigenlehen 

zuletztνor dat rike gezogen werden. Als eine andere Begriindung ist in der zweiten 

Halfte des Artikels etwa folgendes ang<巴尚hrt:“DerVasall ist seinem Herren dazu ver-

pflichtet， auch von dessen Eigen denselben Dienst zu leisten， w巴nner es von diesem zu 

Lehen hat， den er diesem von des rikes gut zu leisten verpflichtet ist. Sollte man vor 

k向iguber len an egen nicht entscheid巴n，so durfte derjenige， der mit dem Eigen 

belehnt ist， kein Urteil finden uber denjenigen， der mit des rikes gut belehnt ist， noch 

dieser uber jenenぺ12)

2) Auser di巴semKriterium， das sich auf die巴inzelnenSatze oder Artikel bezieht， 

kるnntees jedoch mるglicherweis巴 nochein anderes Kriterium geben， und zwar ein 

Kriterium， das sich auf viele Artikel betreffen konnte! Dabei handelt es sich um die 

Entstehung unseres Rechtsbuchs 

Dariiber nimrr】tdie besonders von K. A. ECKHARDT und H. KRAUSE wieder ins 

Leben g巴rufen巴Lehrewie folgt an: a) Der Auctor vetus de beneficiis stellt namlich das 

lateinische Original des Sachsenspiegels dar， freilich soweit es das Lehnrecht an-

belangt. b) Sowohl im Auctor vetus als auch im Sachsenspiegel ist das Lehnrecht 

zuerst， also friiher als das Landrecht， 巴日tstanden. Setzen wir also diese Lehr巴

provisorisch als Arbeitshypothese voraus， durfl印刷rdaraus etwa folgendes schliesen 

oder von dem folgenden ausg巴hen:a) Die Artikel im Sachsenspiegel-Lehnrecht， di巴1m

Auctor vetus eine Parallele haben， sind alter als di吋enig巴n，die im Auctor vetus keine 

12) rm ubrigen ist zu bemerken， das diese Argum巴ntationnicht so uberzcugend ist， wie die 

oben erw詰hnteerste 
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solche haben. b) Die letzteren Artik巴1.besonders aber diejenigen， die sich auch auf 

irgendeine landrechtlich巴 Sacheb巴ziehen，sind geschrieben und dem Ur-Texte 

hinzugefugt， jedenfalls erst nach d巴rEntstehung der lateinischen Urfassung des Land-

rechts und mるglicherweis巴auchunt巴rdem Einflus davon. 

3) Ub巴rprufenwir die Artikel im SachsenspiegeトLehnrecht，die wir in diesem Auf-

satz herangezogen haben， in dieser Hinsicht， so ist etwa folgendes festzustellen. Die 

Artikel， worauf wir uns bei der Darstellung des gemeinen Lehnrechts gest品tzthaben， 

haben凶mlichfast alle im Auctor vetus eine Parallele. Was die Artikel， worauf wir uns 

bei der Beschreibung des Lehnrechts als positives Elements der Staatsverfassung 

gestutzt haben， anbelangt， ist dagegen meisntens im Auctor vetus keine Parall巳lezu 

finden. Diese Artikel sind also wahrscheinlich erst nach der Entstehung des Landrechts 

demUトTextehinzugefugt. 

Uberdies sind im Friedensrecht unseres Rechtsbuchs zwei Abweichungen von dem 

als Vorlag巴benutztenLandfried巴nzu beobachten. Bei der Ubernahme der Vorschriften 

aus der Vorlage last unser Spiegler namlich einmaJ aJles weg， was eine begrenzte 

Geltungsfrist andeutet， und ubergeht zum zweiten die noch im Prinzip erlaubte Fehde 

mit Stillschweigen.13
) Damit nimmt das Friedensrecht in unserem Rechtsbuch not-

wendigerweis巴巴lOen“ideaJistischen"Charakter an. Wie ber巴itsoben巴rwahnt，steJlt das 

Friedensrecht aber eben den Kern der Blutgerichtsbark巴itod巴rdes Landrechts in 

unserem Rechtsbuch dar. 

Daraus durfen wir eine weitere Folgerung ziehen. 1m Sachsenspiegel steht namlich 

das (gemeine) Lehnrecht der Wirklichkeit am nachsten. Das Landrecht oder das davon 

b巴einflusteLehnr巴chtmus dagegen， soweit es die Blutgerichtsbarkeit (= Gerichtslehen) 

oder d巴日“Staat"betrifft， mehr oder w巴nigereinen Charakter als“ldealbild" unseres 

Spieglers annehmen 

4) Zum Schlus sei noch ein Beispiel aus dem Lehnrecht anzufuhren， um das eben 

Gesagt巴， namlich d巴nUnterschied zwischen dem Land田 unddem Lehnrecht in der 

Hinsicht des Abstandes von der Wirklichkeit zu veranschaulichen. 

13) Vgl. dazu K. KROESCHELL， Rechtsaufzeichnung und Rechtswirklichkeit. Das B目spieldes 

Sachsenspiegels， jetzt in seinem: Studien zum fruhen und mittelalterlichen deutschen Recht， 

1995， S. 437. 
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Der Artik巴1Lnr. 54 92 besagt n詰mJichwie folgt:“Doch ist des Vasallen Heerschild 

dadurch nicht erniedrigt， das er seines Standesgenossen Vasal¥ wird dorch dotslach (= 

wegen eines Totschlages) und sogar ein Gut von diesem (zu Lehen) emp伝ngt，wenn 

nur die Mannschaft nicht vererbt wird". Danach soll also der (Iehnrechtliche) Grundsatz 

der Heerschildordnung， das derjenige， der seines (lehnrechtlichen) Standesgenossen 

Vasall wird， damit seinen Schild erniedrigt， auf d巴njenigen，der einem Verwandten 

seines Standesgenossen einen Totschlag begangen hat und dann， wahrscheinlioh， um eS 

zu suhnen， dessen Vasall geworden ist， sein ganzes Leben lang nicht angewandt 

werden. 

Auch im Landrecht gilt zwar immer noch ein alteres Grundsatz:“Wo kein Klager， da 

kein Richter'¥Nach d巴mFriedensrecht soll ein Totschl員gerjedoch enthauptet werden 

(Ldr. II 13 95). Ubrigens ist im Landrecht eine folgende Bestimmung zu lesen: Auch 

diejenigen， die einen Diebstahl oder Raub (ausergerichtlich) suhnen， sind alle 

rechtelos. Man spricht ihnen auch Eigen und Lehen ab (Ldr. I 38 91， 92). Nach d巴m

(neuer巴n)Grundsatz des Landrechts ist also so!c;h ein Fall wie Lnr. 54 ~2 kaum 

vorstellbar. In diesem Beispiel weicht eben das Landrecht als“Idealbild" dem 

wirlichkeitsnahen Lehnrecht. 14) 

14) Lnr. 54 ~2 hat， wohlgemerkt， keine Parallele im Auctor vetus. Daraus erhebt sich eine 

(neue) Frage: Warum hat denn unser Spiegler gleichzeitig mit den vom Landrecht beein 

flusten Artikeln solch einen Artikel von alterer Art erganzt? Uber diese Frage ist ein weiterer 

Aufsatz:“Die HeerschiJdordnung im SachsenspigeJ， irn Zusamrnenhang mil der Entstehung 

des Rechtsbuchs" vorbereitet， der ununterbrochen in den n益chstenHeften dieser Zeitschrift 

veroffentlicht werden soll. 
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